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第１章 はじめに 

 

１－１ 小清水町まち・ひと・しごと創生総合戦略の背景・目的 

 

少子高齢化や高度情報化、国際化、地球規模での環境問題、社会経済構造の急激な変革や分権型

社会※への移行など、本町を取り巻く状況は大きく変化しています。 

このような中で、様々な状況の変化に的確に対応しながら、自己決定と自己責任に基づく自立し

たまちづくりと、これまで以上に地域の特性を活かした個性あふれ、魅力ある地域を形成していく

ことが必要です。 

平成 26 年 11 月に「まち・ひと・しごと創生法」が公布され、地方自治体においても「まち・ひ

と・しごと創生」に関する施策を総合的かつ計画的に実施することが求められました。本町におい

ては『小清水町まち・ひと・しごと創生総合戦略』を平成 27 年 11 月に策定し、急速に進む人口減

少や少子高齢化、都市部への人口流出など喫緊の課題に対応するための重点施策を示し、取り組ん

できました。 

「総合戦略」の策定から５年が経過し、地方創生の取り組みをいっそう進めるため、「総合戦略」

で掲げた基本目標や重要業績評価指標（KPI）達成に向けた進捗状況を検証するとともに、重点プ

ロジェクト・個別事業について情勢の推移による必要な見直しを行い、『第２次小清水町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略』を策定するものです。 
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１－２ 計画の位置づけ・構成・期間 

（１） 計画の位置づけ 

『第２次小清水町まち・ひと・しごと創生総合戦略』は、まち･ひと･しごと創生法に基づき、小

清水町人口ビジョン※を踏まえ、小清水町の「まち・ひと・しごとの創生｣に向けた目標や施策の基

本的方向、具体的な施策をまとめたものです。 

また、この『第２次小清水町まち・ひと・しごと創生総合戦略』は、『第６次小清水町総合計画

（前期計画：令和 2年度～6年度）』を兼ねています。そのため、総合計画として広い視野と計画的

視点に立ち、目指すべき姿とその実現に必要な方策を明らかにする地域経営の基本方針という性格

を併せ持ちます。 

町民や事業者、団体等様々な主体が自律※と協働※のもとに手を携えて取り組む新しいまちづくり

の指針として、本戦略を着実に進めて行くことが肝要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-1 小清水町総合戦略の位置づけ 

 

  

第６次 小清水町総合計画

基本構想

基本計画

実施計画
（戦略）

第２次 小清水町
まち・ひと・しごと

創生総合戦略（本書）

前期
（令和２年度～６年度）

後期
（令和７年度～１１年度）
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（２） 計画の構成 

『第２次小清水町まち・ひと・しごと創生総合戦略』は、『第６次小清水町総合計画（前期基本

計画：令和 2年度～6年度）』を兼ねているため、主に「基本計画」と「実施計画」によって構成さ

れます。 

 

１）基本計画 

『第６次小清水町総合計画』で掲げる町の将来像を実現するため、本町が今後 10 年間で取り組

むべき主な施策等について、その展開の考え方等を示すものです。 

実効性のある計画とするため、可能な限り具体的な目標・指標を設定するものとします。 

基本計画は、長期的視点に立った「基本構想」の実現を中期的視点から具体化するため、令和 2

年度から令和 6 年度までの 5 年間を計画期間とする「前期基本計画」及び令和 7 年度から令和 11

年度を計画期間とする「後期基本計画」から成り、本書は「前期基本計画」にあたります。 

 

２）実施計画（戦略） 

「まち・ひと・しごとの創生｣に向けた目標や施策の基本的方向、具体的な施策（重点プロジェ

クト※）をまとめたものです。 

「実施計画」の計画期間は、令和 2年度から令和 6年度までの 5年間です。 

 

 

（３） 計画の期間 

「基本計画」「実施計画」のそれぞれの計画期間は下図のとおりです。 

 

 令和（年度） 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

基本計画 前期基本計画（5年間） 後期基本計画（5年間） 

           

実施計画（戦略） 実施計画（5年間）      

I-2 計画の期間 
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第２章 小清水町の特性 

 

２－１ 小清水町の現状と特性 

（１） 位置 

＜ オホーツク海に面し、北網地域と釧路地域を結ぶ交通の要所 ＞ 

○隣接市町村は西に網走市、大空町、南に

釧路管内弟子屈町、東に斜里町、清里町

と接しています。 

○網走市までは、直線で 25ｋｍ弱の距離に

あり、生活圏も網走市と密接な関係があ

ります。 

 

 

（２） 自然・土地条件 

＜ 海～湿原～高原～山岳と様々な自然の顔をもつまち ＞ 

○北に面するオホーツク海沿岸部は原生花

園が広がり、南は屈斜路湖を擁する藻琴山

や野上峠の山岳地帯を形成し、様々な自然

環境の顔をもつまちです。 

○年間平均気温が摂氏６～７度前後と亜寒

帯の気候区分で厳しい冬ですが、一方、流

氷接岸の南限でもあり、極めて特異な自然

環境を有しています。 

○北の沿岸部は網走国定公園、南の藻琴山周

辺は阿寒摩周国立公園に指定されていま

す。 

 

（３） 歴史的背景 

＜ アイヌ～開拓～そして農業のまちへ ＞ 

○開拓前はアイヌの人たちが住んでおり、町

内に流れるポンヤンベツ川もアイヌ語で

はポン（小さい）、ヤムベツ（清水の川）

という意味があり、現在の町名の起源にも

なっています。 

○開拓後は農業（畑作と酪農）を中心とした

まちづくりが進められ、小清水村となった

のが大正８年、小清水町となったのが昭和

28 年で当時の人口は 11,140 人でした。 
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（４） 人口 

＜ 減少傾向は依然として続いているが、新住民の移住もみられる ＞ 

○1960 年（昭和 35 年）の 11,517 人をピークに減少傾向にあり、2015 年（平成 27 年）では、5,085

人となっており、当面この傾向は続くものと思われます。 

○少子高齢化の傾向は進んでおり、高齢化率でみると 34.9％（平成 27 年国勢調査）と、約３人

に１人が高齢者となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-3 年齢３階層別人口の推移と予測 

（資料）実績値：国勢調査人口確定値（1980 年～2015 年）  （合計人口に年齢不詳を含む） 

予測値：国立社会保障･人口問題研究所「日本の地域別将来人口推計（平成 30 年推計）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-4 他自治体との転入・転出の状況（平成 30 年） 

（資料）住民基本台帳人口移動報告（総務省（まち･ひと･しごと創生本部提供データ）） 
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○地区別にみると、郊外部において急激に人口減少が進むことが予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-5 地区別人口変化率の予測（2030 年/2015 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-6 地区別人口変化率の予測（2045 年/2015 年） 

（予測方法）国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V2（H27 国勢調査対応版）の推計

結果をもとに作成。 
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（５） 産業 

＜ 農業のまち ＞ 

○就業者数は農業で圧倒的に多く、農業に特化した純農村のまちです。 

○商・工業は必ずしも強いとはいえず、人口の減少に伴い、商業の顧客力自体も弱まっています。 

○観光客は年間約 70 万人ありますが、ツーリストセンターや道の駅などの浜小清水地区への立

ち寄りに終始しており、現状では町内への波及効果は大きいとは言えません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-7 男女別産業人口の状況 

（資料）国勢調査（平成 27 年、総務省） 
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（６） 土地利用 

＜ 農地の占める割合が非常に高い ＞ 

○畑作を中心にした農業のまちであり、畑地が町土の約 37％を占めています。 

○農業の基盤整備はかなり進んでおり、小清水オリジナルの“ゆう水※”事業も一定の成果をあ

げています。 

 面積（ha） 構成比 

宅地 380 1.3% 

畑 10,636 37.1% 

山林 14,490 50.5% 

牧場 664 2.3% 

原野 332 1.2% 

雑種地 418 1.5% 

その他 1,769 6.2% 

計 28,689 100.0% 

I-8 地目別土地面積（平成 29 年） 

（資料）固定資産概要調書 

 

（７） 生活・生活圏の広がり 

＜ 網走市や斜里町との繋がりが強い ＞ 

○北綱広域圏の中心地である網走市とは直線距離で 25km 弱、時間で 30 分～40 分程度の距離にあ

ります。 

○通勤・通学等の状況をみると（平成 27 年国勢調査）、網走市と斜里町、清里町との繋がりが強

く、網走市とは「出」で 146 人、「入」では 98 人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-9 通勤・通学の状況 

（資料）国勢調査（平成 27 年、総務省） 

（10 人以上の繋がりがある自治体を表示） 

 

  

小清水町

2,726人

清里町

斜里町

大空町

網走市

美幌町

56人

40人

21人

北見市 13人

16人

98人

133人

52人

10人

10人

146人

8人
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（８） 交通 

＜道路・鉄道・空路のアクセス※が可能で交通の要所ともいえる＞ 

○国道が３本走り、海岸沿いを走るＲ

244 は知床と網走方面を結び、Ｒ

391 は釧路方面と繋がり、Ｒ334 は

北見方面と繋がっています。 

○通称“じゃがいも街道”と呼ばれる

ような、農村景観を有する道路も多

くみられます。 

○鉄道は釧網本線が走り町内に３駅

有ります。原生花園駅はシーズンに

は観光利用が多いですが、鉄道全体

としての利用は低迷しています。 

○空路は女満別空港が１時間圏内に

あり、空路の利用条件では比較的恵

まれています。 

 

（９） 財政 

＜厳しい財政状況が続いている＞ 

○町の歳入総額は近年 60 億円規模で推移しています。 

○財政力指数※は 2017 年度（平成 29 年度）で 20.6％と低くなっています。また、経常収支比率

※は 85.9％、実質公債費比率※は 10.6％です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-10 財政力指数※の推移 

（資料）小清水町の家計簿（小清水町） 
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２－２ 広域的視点から見た小清水町のポジション 

（１） 全国規模でみた場合 

○全国約 1,720 自治体の中で、人口規模は 1,445 位とかなり低位のグループです（2015 年時点）。 

○その中で特出されるのは「農業産出額総計」で、全国 196 位という、小さなまちにおいて非常

に大きな特徴を示す順位となっています。（2017 年時点） 

（２） 北海道の中でみた場合 

○総務省による類似町村分類（人口規模と産業就業比率による分類）によると、北海道にある類

似自治体は61自治体あり、類似自治体の中では人口規模が も多いまちとなっています。（2015

年時点） 

○人口の推移でみると、全ての類似自治体で減少傾向にあり、本町の減少傾向は 61 自治体の平

均減少率-8.7％よりも緩やかな-5.1％となっています。（2010 年～2015 年） 

○この類型の自治体は第一次産業の比率が高い傾向があり、その中でみても本町の農業産出額

（120 億円）は第 5 位と高位にあります。ちなみに産出額が も多いところは上士幌町の 167

億円となっています。 

（３） オホーツク管内の中でみた場合 

○オホーツク管内でみると、類似自治体は津別町・清里町・置戸町・滝上町・興部町・西興部村・

雄武町があり、その中でも小清水町は農業の比率がより高いまちとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-11 北海道の類似 61 町村平均と小清水町の比較（偏差値による表示） 

  

47.2

61.2

43.8

42.3

71.1

48.4

49.3

52.0

59.2

66.5

48.350.5

57.5

48.6

59.5 48.1

54.2

0

50

100
高齢化率

第1次産業就業

人口比率

第2次産業就業

人口比率

第3次産業就業

人口比率

農業産出額

製造品出荷額等

製造業従業者数

従業者1人あたり

出荷額

小売販売額小売従業者数

従業者1人あたり

販売額

小売吸引力

住宅地平均地価

納税者1人あたり

課税対象所得額

実質収支比率

一人あたり

地方債残高※

財政力指数

小清水町 平均

※他の項目と異なり、一人あ

たり地方債残高が少ないほ

ど偏差値が高い。 
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第３章 総合戦略の策定経緯 

 

３－１ 会議の開催経緯 

 

まち・ひと・しごと創生を効果的・効率的に推進していくためには、住民、関係団体や民間事業

者等の参加・協力が重要であり、住民、産業界、関係行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、

メディア（産官学金労言）等で審議・検討することが重要です。 

小清水町では、住民、産業界、関係行政機関等から構成される「小清水町まち・ひと・しごと創

生総合戦略推進会議（以下「推進会議」）」を設置し、取り組みの方向性や具体案について議論しま

した。 

また、円滑な推進会議の運営及び具体的事項について協議・検討を行うため、推進会議の作業組

織として、町職員で構成される「小清水町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会（以下「推

進委員会」）」を設置して検討にあたりました。 

 

会議名 開催日 議題 

第１回推進委員会 
令和元年 

10 月 2 日 

・町民アンケートの結果報告 

・第２次総合戦略の策定について（新たな視点） 

・第１次戦略の見直しと新規事業の追加に向け

て 

■第１回推進会議 
令和元年 

10 月 7 日 

・町民アンケートの結果報告 

・第２次総合戦略の策定について（新たな視点） 

・第１次戦略の見直しと新規事業の追加に向け

て（分科会による議論） 

第２回推進委員会 
令和元年 

12 月 4 日 
・総合戦略（素案）について 

第３回推進委員会 
令和元年 

12 月 7 日 
・総合戦略（案）について 

■第２回推進会議 
令和元年 

12 月 9 日 
・総合戦略（案）について 

■第３回推進会議 
令和 2年 

2 月 4 日 
・総合戦略の決定について 
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小清水町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議名簿 

役職名 氏 名 所 属 等 備考 

議 長 石井  吉春 北海道大学大学院 公共政策大学院客員教授 
委 員 鈴木  祐之 副町長  
委 員 加藤  友幸 教育長  
委 員 長田  正人 小清水町自治会連合会 会長 
委 員 上野   隆 小清水町農業協同組合 参事 
委 員 鈴木  正志 小清水町農政協議会 会長 
委 員 長谷川 恭司 小清水町商工会 総務指導課長 
委 員 村上  敬一 網走南部森林管理署 総括事務管理官 
委 員 髙橋  隆文 小清水町議会 総務文教常任委員長 
委 員 工藤  孝一 小清水町議会 経済厚生常任委員長 
委 員 川畑   徹 網走信用金庫 地域振興支援部長 
委 員 安藤  大史 網走信用金庫 小清水支店長 
委 員 面   憲吾 小清水地区連合 会長 
委 員 成田  一貴 北海道新聞社 北見支社営業部 
委 員 由井   崇 社会福祉協議会 会長 
委 員 十河 真理子 小清水幼稚園 園長 
庶 務 村上  信二 企画財政課長  
庶 務 石丸  寛之 企画財政課長補佐  
庶 務 加藤 健太郎 企画財政課企画係  

 

小清水町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会名簿 

役職名 氏 名 所 属 等 備考 

会 長 鈴木  祐之 副町長 推進会議重複 
委 員 金原  武浩 出納室長  
委 員 服部  隆文 総務課長  
委 員 坂田  直彦 総務課長補佐  
委 員 畔木  雅之 町民生活課長  
委 員 平山  孝紀 町民生活課長補佐  
委 員 斉藤  高広 保健福祉課長  
委 員 組野  麻記 子育て支援課長  
委 員 細川  正彦 産業課長  
委 員 荒木  和正 建設課長  
委 員 中野 也寸志 生涯学習課長  
委 員 晴山   恭 生涯学習課長補佐  
委 員 権藤   結 議会事務局長  
委 員 不破  和巳 消防分署長  
庶 務 村上  信二 企画財政課長 推進会議重複 
庶 務 石丸  寛之 企画財政課長補佐       〃 
庶 務 加藤 健太郎 企画財政課企画係       〃 
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３－２ 町民アンケート調査結果 

 

（１） アンケート調査の概要 

まち・ひと・しごと創生総合戦略の見直しにあたり、住民のまちづくりに対する考え（生活の満

足度、定住意向、結婚・出産等に関する意識、地元就職の希望、町の魅力、防災に関する意識、健

康づくり、庁舎建設への関心等）を把握するためのアンケート調査を実施しました。 

アンケートは「1.町民アンケート（18 歳以上の町民から年齢・性別バランスを考慮して無作為抽

出）」「2.中学生アンケート（小清水中学校全生徒対象）」の 2 種類を行いましたが、本書では「1.

町民アンケート」の結果の一部を掲載しています。 

 

種類 
１．町民アンケート 

（18 歳以上） 
２．中学生アンケート 

配布対象 

〔配布数〕 

配布方法 

一般町民 

〔575 票〕 

郵送配布 

小中学生保護者 

〔213 票〕 

学校配布 

小清水中学校生徒 

学校配布 

回収数 345 票 45 票 

調査項目 ・回答者属性 

・まちづくり／交通／地域住民のつながり 

・結婚／出産／子育て 

・職業／副兼業／求職の意向 

・まちのアピールポイント 

・防災意識 

・運動習慣 

・役場庁舎の建設 

・回答者属性 

・中学卒業後の進路／希望 

・高校卒業後の進路／希望 

・地元就職の意向／希望 

・まちづくり／役場庁舎の建設 

 

（２） 町内居住経験・今後の居住意向 

「いつから小清水町に住んでいますか？」との設問に対して「生まれた時から住んでいる」が

も多く 44％を占めましたが、「町外から転居してきた」も 41％ありました。 

また、今後の居住意向では、「現在の町内地区に住み続けたい」が も多く、60％を占めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-12 町内の居住経験             I-13 今後の町内居住意向 

  

生まれた

時から住ん

でいる
44.4%

小清水町

出身で戻っ

てきた
14.3%

町外から

転居してき

た
41.2%

現在住ん

でいる町内

の地区に

住み続け

たい

59.5%

町内の別

の地区に

住みたい
3.3%

町外に引っ

越したい

12.2%

わからない

25.0%
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（３） まちづくりを行う上で重要だと思う項目 

選択肢から 3 つまで選んでいただいたところ、「病院や福祉施設等が充実していて、安心して暮

らせること（63％）」が も多く、次いで「近くに商店街やスーパーなどがあり、便利に買い物で

きる環境であること（51％）」が多くありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択率＝選択肢の回答数÷当該設問の有効回答数 

I-14 まちづくりを行う上で重要だと思う項目 

 

14.9%

9.0%

51.4%

25.4%

62.8%

29.7%

7.7%

26.0%

27.2%

7.4%

22.0%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80%

身近に緑や水辺があって、

自然を楽しめる環境があること

ゆったりできて、

閑静な居住環境であること

近くに商店街やスーパーなどがあり、

便利に買い物できる環境であること

学校や公園、スポーツ施設などが充実しており、

子育てしやすい環境であること

病院や福祉施設等が充実していて、

安心して暮らせること

バスやJRなどの公共交通機関が整っていて、

移動に便利な環境であること

安全な避難場所が整備されているなど、

災害時の安全性が確保されていること

犯罪が少なく、治安が良い安全な地域であること

まちの産業が活発で、求人が多いなど

働く環境が整備されていること

まちに特徴があり、町外の人に誇れる文化を

持っていること

地域住民の仲が良く、困ったときに

助け合えるような関係を築いていること

その他
（数値は選択率、複数選択可のため

合計は100％に一致しない）
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第２次 小清水町 

まち・ひと・しごと 

創生総合戦略 
 

II.基本計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 豊かな自然と共生するまち 

第２章 だれもが健やかに暮らせる
まち 

第３章 安心・便利で住みやすいまち 

第４章 チャレンジしつづける活力
あるまち 

第５章 人と文化を伸びやかに育む
まち 

第６章 手を取り合って未来へ進む
まち 
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第１章 豊かな自然と共生するまち 

 

（１）これまでの取り組み状況 

本町ではオホーツク沿岸部は網走国定公園に指定され原生花園が広がるとともに、南の藻琴山周

辺は阿寒摩周国立公園に指定されているという、自然環境に恵まれた地域です。 

この美しい環境を守り育てるために、次のような取り組みを進めてきました。 

 

○環境保全活動の推進 

「地球温暖化対策実行計画」を策定するとともに、省エネルギー化の啓発事業として「Cool 

Choice」事業を実施しました。 

また、「財団法人小清水自然と語る会」への支援協力を通し、優れた自然や野生鳥獣保全･

保護活動を推進しています。 

○環境衛生とリサイクル※対策の充実 

分別収集体制の確立とリサイクル活動の奨励により、第２期 終処分場の供用可能期間の

延長が図られました。 

○公園･緑地･水辺の整備 

住民の散策空間づくりとして、ポン止別川の散策路の整備を行いました。 

○消防体制の充実 

消防無線のデジタル化を行い、119 番受付指令台の更新を図りました。また、高度救命処

置可能な資機材を搭載した高規格救急自動車を更新しました。 

○防災体制の充実 

災害時･有事の際に備える対応として地域防災計画を見直しました。また、国民保護計画を

策定し、防災ハザードマップを作成して地域での図上訓練を実施しました。 
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１－１ 環境保全活動の推進 

（１） 基本方針 

限られた資源である土地、優れた自然や貴重な野生鳥獣など、本町の自然豊かな環境を保全する

ために、住民、事業者、観光客等の協力のもと、地域に密着した自然環境保全活動、公害の未然防

止、地球温暖化対策、自然エネルギーの活用などの取組みを推進していきます。また、生涯教育を

通して自然保護の大切さを啓発し、自然と共生する文化の継承発展に努め、自然景観を活かしたま

ちづくりを進めます。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

自然環境の保全と回復 

①「財団法人小清水自然と語る会」や「日本野鳥の会」など環境保護団

体との連携 

②地域に密着した総合的な自然環境保全の取り組み 

③自然の秩序ある利用と緑の環境づくり 

自然を活かしたまちづ

くり 

①生涯教育において自然保護、環境学習の推進 

②自然に触れる機会の推進 

③自然と共生する文化の継承・発展 

④開発の規制・誘導による自然景観の保全・創造 

環境保全 

①公害の未然防止対策の推進 

②環境汚染や騒音・振動・悪臭などの監視の強化 

③環境問題に対する情報収集と早期対策の推進 

地球温暖化対策の推進 

①地球温暖化対策として省エネ・省資源、二酸化炭素排出量抑制の推進 

②温泉熱など自然エネルギーの有効活用 

③源泉の有効活用と適正管理 

 

  

環境保全活動の推進 

自然環境の保全と回復 

自然を活かしたまちづくり 

環境保全 

地球温暖化対策の推進 
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１－２ 環境衛生とリサイクル対策の充実 

（１） 基本方針 

本町がごみのないエコな美しいまちを創るために、環境衛生の向上と廃棄物処理に対する循環型

社会※の形成に向けて、処理体制づくりを推進・充実するとともに、廃棄物処理に関して住民の意

識向上を図ります。また、町民共有の施設である墓地、葬斎場の環境整備、環境衛生の維持･向上

を図ります。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

ごみ収集・処理体制の

充実 

①住民の意識啓発と分別収集体制の充実 

②収集場所、収集方法の見直しによる収集の効率化 

ごみ減量化・リサイク

ル※体制の充実 

①ごみ減量運動、リサイクル※運動の推進 

②事業系廃棄物のごみ処理における事業者責任の徹底・推進 

循環型社会※形成の促

進 

①自然環境、生活環境を守る意識づくりにより、適正な廃棄物処理、

減量化を促進 

し尿処理体制の整備 ①広域連携による収集運搬体制の充実、衛生的な処理の推進 

墓地、葬斎場の環境整

備 
①墓地及び葬斎場の環境整備と環境衛生の向上 

 

  

環境衛生とリサイクル※対策の充実 

ごみ収集・処理体制の充実 

ごみ減量化・リサイクル※体制の充実 

循環型社会※形成の促進 

し尿処理体制の整備 

墓地、葬斎場の環境整備 
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１－３ 公園・緑地・水辺の整備 

（１） 基本方針 

本町の豊かな森林、水辺、歴史資源等を活用して、本町ならではの自然や歴史とふれあうことが

できる公園、緑地を適正に配置・整備することにより、町民のアメニティ※向上に努めます。また、

耕地防風林、道路並木、住宅地の緑等を整備し、緑化を推進するとともに、「花いっぱい運動」、「植

樹祭」等で住民の緑化意識の高揚を図り、緑豊かなまちづくりを推進します。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

 ①自然や歴史とふれあう公園・緑地の整備 

公園の整備 ②小清水原生花園、藻琴山等の自然を活かした園地整備 

 ③身近な公園、広場等の適正配置と管理の一元化の推進 

 ①植樹祭・花いっぱい運動の推進 

緑化の推進 ②小清水町指定記念保護樹木の保全 

 ③耕地防風林、道路並木、住宅地の緑化の手法の検討、推進 

 

  

公園・緑地・水辺の整備 

公園の整備 

緑化の推進 
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１－４ 消防・防災体制の充実 

（１） 基本方針 

住民の生命、資産を守るための消防、防災体制の充実は不断の準備、積み重ねが必要となります。

この基本姿勢に基づき各種機材の導入、更新を続けるとともに、広域連携を行いながら消防･防災

体制の充実・強化を図ります。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

消防力の充実 

①消防車両等の更新と消防水利の整備 

②消防救急無線の維持・整備 

③消防団員の高齢化、広域化による消防団の育成・強化 

救急体制の強化 
①高度救命処置の充実 

②緊急時の住民相互による救急・救助体制づくりの促進 

地域防災計画の浸透 
①関係機関、周辺町村との連携による地域防災体制の確立 

②地域防災体制の内容の周知・徹底 

国民保護計画の浸透 ①策定された国民保護計画による危機管理体制の確立・周知 

自主防災組織の確立 
①各地区ごとの自主防災組織の編制の確立 

②住民・事業者の防災・保護意識高揚の促進 

 

消防・防災体制の充実 

消防力の充実 

救急体制の強化 

地域防災計画の浸透 

国民保護計画の浸透 

自主防災組織の確立 
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第２章 だれもが健やかに暮らせるまち 

（１）これまでの取り組み状況 

本町は人口約 4,800 人の決して大きい町ではなく、また、高齢者の占める割合も徐々に高くなっ

てきています。しかし一方、小さな町としての特性を生かし、お互いの顔がわかりあえ・支え合え

る地域コミュニティ※づくりを推進するため、次のような取り組みを進めてきました。 

○地域福祉の推進 

自治会、民生･児童委員，ボランティアグループと連携して小地域ネットワーク※形成を図

るとともに、福祉活動を合理的に展開するため新たな地域福祉体制の確立を図りました。ま

た、ユニバーサル･デザイン※で誰もが使いやすい公共施設の整備を進めています。 

○保健･医療の充実 

町内外の医療機関との連携を一層強化し、救急体制の充実を図りました。また、生活習慣

病予防に関する知識の普及、意識の啓発に努めるとともに、健診受診率の向上を図りました。

精神障がいの治療、相談をはじめ、結核・肺炎などの感染症等に対する正しい知識の普及啓

発にも努めました。 

○健康づくりの推進 

健康管理システムの充実と活用により、住民の健康づくり活動への支援と効果的な健康管

理事業の推進を図りました。また、生涯学習の場を通して、生活習慣の改善や運動不足の解

消など、健康づくり教育を推進しました。 

○高齢者福祉の充実 

特別養護老人ホーム増床改築による施設整備とともに、介護保険制度と保健福祉サービス

の連携、及び在宅福祉サービスの充実を図り、医療機関等と連携･協力して総合的な介護サー

ビス提供体制の整備を行いました。 

さらに、介護予防事業、高齢者のボランティア活動、コミュニティ※活動への参加を促進し

ています。 

○児童･ひとり親家庭福祉の充実 

児童が健やかに成長できるまちづくり指針として『子ども・子育て支援事業計画』を策定

しました。 

保育所では自然･農業体験、高齢者とのふれあい活動など、保育内容の充実を図るとともに、

総合相談窓口を常設し機能の充実を図りました。また、子どもの地域活動への参加促進や児

童等の医療費助成を行いました。 

○障がい者福祉の充実 

障がいに関しての情報提供、交流活動を行い、ノーマライゼーション※理念の理解を深めま

した。また、障がい者やその家族からの多様なニーズに的確・迅速に対応できるよう相談体

制を充実するとともに、就労支援にも取り組みました。 

○社会保障の充実 

疾病予防の保健事業を推進し、健康意識の高揚、健康づくり活動を促進するとともに、低

所得者の相談･指導などの支援を行いました。また、介護認定審査を適正に行い、一人ひとり

に沿ったサービスの利用調整を図りました。 
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２－１ 地域福祉の推進 

（１） 基本方針 

町民一人ひとりが生きがいと幸せ感を持ち、すべての人にやさしい、ふれあいのあるまちづくり

を推進し、利用者の立場に立った地域福祉体制の確立を目指します。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

ふれあいのまちづくり

活動の推進 

①多様な学習機会を通じた共に支え・ふれあいの心の育成 

②社会福祉協議会の充実、財政基盤の強化、民間支援団体の支援 

③自治会、ボランティア等の連携による小地域ネットワーク※づくり

の充実 

④ボランティアセンターによる情報提供、人材育成の実践の推進 

すべての人にやさしい

まちの整備 

①ユニバーサルデザイン※による誰でも使いやすい公共施設の整備 

②民間公益施設に対するユニバーサルデザイン※の啓発 

新たな地域福祉体制の

確立 

①利用者の立場に立った福祉制度の構築 

②利用者と提供者の対等な関係を前提とした関係づくり 

③保健・医療・福祉・介護分野が連携した地域福祉体制の確立 

 

【関連重点プロジェクト】：出産プロジェクト 

 

 

  

地域福祉の推進 

ふれあいのまちづくり活動の推進 

すべての人にやさしいまちの整備 

新たな地域福祉体制の確立 
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２－２ 保健・医療の充実 

（１） 基本方針 

すべての住民が適切な医療サービスを受けられるように、地域医療体制の充実を図り、町民の健

康を管理し生活習慣病、高齢者の疾患に対応した保健制度の充実を図ります。また、特に精神面の

疾患や感染症などの対策の拡充を図ります。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

地域医療体制の充実 
①小清水赤十字病院の整備・充実 

②町内外の医療機関の連携による救急医療体制等の充実 

データバンク※事業の

推進 

①健康管理システムの充実・活用 

②住民の保健・福祉情報の総合的管理による健康づくり活動支援と予

防活動の推進 

成人・高齢者保健の充

実 

①健診受診率の向上による生活習慣病予防対策の強化 

②寝たきり・認知症予防のため健康づくり、栄養指導、訪問指導等の

充実 

精神保健・感染症対策

の拡充 

①精神面の疾患に対する正しい知識の普及と地域の理解の啓発活動

の推進 

②精神障がいの治療、社会復帰のための相談・指導・就労支援 

③結核、インフルエンザ等の感染症に対する正しい知識の普及、予防、

啓発活動の推進 

 

  

保健・医療の充実 

地域医療体制の充実 

データバンク※事業の推進 

成人・高齢者保健の充実 

精神保健・感染症対策の拡充 
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２－３ 健康づくりの推進 

（１） 基本方針 

住民の健康づくり運動を促進するため、健康増進計画を策定し、住民の健康管理データを充実・

活用して健康づくり体制を確立します。また、健康推進活動、福祉ボランティア活動などを促進し、

予防や健康に関する広報活動を充実して住民の健康づくりを推進します。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

健康づくり体制の整備 

①策定された健康増進計画に基づく健康づくり運動の促進 

②健康管理システムの活用による、住民の健康づくり活動支援と健康

管理事業の推進 

③福祉ボランティア活動の促進 

④保健師、栄養士等の専門技術スタッフの確保と資質の向上 

健康づくりの推進 

①広報、パンフレット等による住民の健康づくりの意識高揚の推進 

②個別指導を必要とする人の生活改善指導の推進 

③生涯学習の場を通した健康づくり教育の推進 

 

  

健康づくりの推進 

健康づくり体制の整備 

健康づくりの推進 
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２－４ 高齢者福祉の充実 

（１） 基本方針 

高齢化社会の進行に伴い、高齢者一人ひとりの状況に応じた福祉サービスの提供に努め、福祉人

材を確保し、医療機関、関連団体と連携し福祉サービス推進体制を確立します。また、高齢者が生

きがいを持ち、住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを推進します。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

在宅福祉サービスの充

実 

①一人ひとりの状況により選択できる介護サービス等の提供 

②フレイル（虚弱）及び認知症予防対策の充実 

③介護保険制度と保健福祉サービスの連携の推進 

社会参加の促進 

①高齢者の交流、世代間交流、ボランティア活動等のまちづくり活動

の促進 

②高齢者勤労センターの活動の支援、ボランティア活動等の参加促進 

推進体制の整備 
①各部門・団体・機関等の連携・協力体制の強化 

②福祉・保健・医療が一体となった総合的サービス提供体制の整備 

 

  

高齢者福祉の充実 

在宅福祉サービスの充実 

社会参加の促進 

推進体制の整備 



 

27 
 

第 2 次 小清水町まち・ひと・しごと創生総合戦略  

 

２－５ 児童・ひとり親家庭福祉の充実 

（１） 基本方針 

子育て期にある世代が、安心して妊娠・出産・子育てができる環境の実現に向け、子育て家庭に

対するサポート体制の充実を図るとともに、保育環境の改善を図るため、保育サービスの充実など

切れ目のない子育て支援に取り組みます。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

子ども・子育て支援事

業計画の推進 
①策定された子ども・子育て支援事業計画の推進 

保育サービスの充実 

①保育体制の充実 

②保育内容の充実 

③保育施設の整備・充実 

子育て支援と相談体制

の充実 

①学校との連携による放課後児童活動の充実 

②相談窓口の機能の充実 

③子ども手当の支給、医療費の助成、保育料の適正化、給食費の無償

化 

地域での子育て環境づ

くり 

①子どもの地域活動への参加促進による健全育成の取組み 

②各部門・団体・機関等の連携・協力体制の強化 

③子育て環境づくりの人材発掘・育成 

 

【関連重点プロジェクト】：子育て応援プロジェクト 

  

児童・ひとり親家庭福祉の充実 

子ども・子育て支援事業計画の推進 

保育サービスの充実 

子育て支援と相談体制の充実 

地域での子育て環境づくり 
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２－６ 障がい者福祉の充実 

（１） 基本方針 

障がいの有無にかかわらず人々が共に支え合い、誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮らしてい

くために、障がい者が安心して地域で暮らせる社会づくりを推進します。また、障がい者の社会参

加や就労支援に努め、障がいのある人々の自立を支える体制づくりを推進します。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

すべての人がともに暮

らす社会の実現 

①障がいや障がい者についての情報提供の充実 

②学校や地域での福祉教育の推進 

③交流活動やボランティア活動の促進 

④就労支援の推進 

保健・福祉サービスの

充実 

①各種健診事業の充実による疾病の予防、早期発見の促進 

②関係医療機関の連携による早期治療・訓練、リハビリテーション※

の充実 

③障がい児についての早期療育、通園による支援・指導の充実 

④既存の補装具等の給付サービスの充実 

⑤各種手当・助成制度の周知、利用促進 

⑥障がい福祉計画等に基づく自立支援システムの構築 

⑦総合相談体制の充実 

 

  

障がい者福祉の充実 

すべての人がともに暮らす社会の実現 

保健・福祉サービスの充実 
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２－７ 社会保障の充実 

（１） 基本方針 

住民が健康で経済的に自立できる制度の充実を図ります。また、高齢者一人ひとりの状況に応じ

て、介護予防を含めて介護サービスの充実を図ります。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

国民健康保険事業の充

実 

①特定健診等保険事業の推進による健康意識の高揚と健康づくり活

動の促進 

②特定保健指導の実施によるメタボリックシンドローム※該当者及び

予備群の早期発見の促進 

③レセプト※点検調査の充実、医療費通知の広報活動の促進 

④保険制度の周知徹底と収納率向上対策の充実 

生活困窮者支援の充実 
①生活困窮者のための相談・指導など支援サービスの充実 

②関係機関、民生・児童委員と連携した実態把握の推進 

介護保険事業の充実 

①介護保険サービスと介護予防サービスの周知 

②適正な介護認定審査等介護保険事業の適正な運用 

③総合的・効率的な介護保険サービスの提供と体制の拡充 

④介護予防事業、相談窓口機能、在宅支援のための体制整備 

 

社会保障の充実 

国民健康保険事業の充実 

生活困窮者支援の充実 

介護保険事業の充実 
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第３章 安心・便利で住みやすいまち 

 

（１）これまでの取り組み状況 

本町は、網走、知床、北見を結ぶ交通の要所にあるとともに、女満別空港も１時間圏内に有する

比較的交通条件に恵まれたところにあります。また一方、北海道東北部に位置するという立地条件

の克服も含め、情報基盤の整備を進めてきています。 

近年は、本町の住み良さを求めて、新しい住民の転入の動きもみられ、よりよい生活環境の充実

に向けて、次のような取り組みを進めてきました。 

 

○道路･交通網の整備 

北海道横断自動車道の整備促進要請、町内国道の改修工事を実施しました。また、町道の

維持管理･除雪業務は業者委託方式に切り替え、年次計画による道路整備は改良率 50.2%、舗

装率 48.9%となっています。（平成 31 年 3 月現在） 

○住宅･宅地の整備 

公営住宅の維持保全について、適切なストックマネジメントを基盤として、施設の状況の

的確な把握に努め管理を進めています。 

○上･下水道の整備 

上水道整備では水道未設置区域の整備を順次行い、町内のほぼ全域が給水区域となりまし

た。また、小清水地区配水池、小清水北地区の電気設備等を更新しました。 

下水道整備では農業集落排水事業により実施した市街地地区は設備更新を実施し、市街地

地区以外は個別浄化槽により順次整備しています。 

○地域情報通信網の充実 

平成 16 年に町内全域に無線によるブロードバンド※化を図り、さらなる高度化対策として、

平成 22 年に町内全域に高速光ブロードサービス※化による情報基盤整備を行いました。 

○交通安全・防犯体制の充実 

防犯協会、警察や町民運動推進協議会などと連携を図り交通安全教育の推進と、交通安全

意識啓発活動を行っています。また、関係団体との協力により防犯体制を強化し、防犯教育

による防犯意識の高揚を促進しました。 

○消費者対策の充実 

消費者の消費活動によるトラブル対策として設置した消費者相談窓口を広報等により周知

徹底を図りました。また、悪質販売業者を掌握し、被害防止の情報を広報、インターネット

等で公開しています。 
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３－１ 道路・交通網の整備 

（１） 基本方針 

住民が普段利用する生活道路の利便性、安全性の向上を図るため、道路の改修・改良・舗装の促

進、除雪・防雪対策、交通安全施設等の整備を順次継続的に推進します。また、広域幹線道路の整

備促進を図り、観光地としての魅力の創出や利便性の向上に努めます。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

広域幹線道路の整備 

①オホーツク内陸縦貫道の整備促進 

②高規格道路※の建設促進の要請 

③国道、道道の二次改修の促進 

生活交通網の整備 

①国道 244・334 号の線形改良要望 

②生活道路の改良、舗装の促進 

③適切な道路維持管理、冬季交通の確保の推進 

公共交通の充実 

①広域的な見地からの JR 釧網線や女満別空港等の公共交通体系の見

直しや、利用促進、利便性の確保 

②バス交通の維持・確保のための運行維持費の助成による現行路線の

維持 

道路環境の向上 
①幹線道路の歩行者分離、右折帯設置の促進 

②道の駅の有効活用 

 

  

道路・交通網の整備 

広域幹線道路の整備 

生活交通網の整備 

公共交通の充実 

道路環境の向上 
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３－２ 住宅・宅地の整備 

（１） 基本方針 

住民の定住化を促進するために、町外からの移住希望者を受入れる移住促進事業の推進を図りま

す。そのために、魅力あるまちとしての快適住空間の整備を促進するとともに、高齢者や障がい者

が安全に自立できるすべての人にやさしい居住空間の整備を推進します。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

定住環境の整備 

①住民の定住化、U,I ターン※者の促進 

②町外からの移住希望者受入体制の整備 

③空き家バンクによる利用可能な空き家の流通の促進 

快適住空間の整備 

①街並み景観の優れた良質な快適住環境の整備 

②適切な維持管理等による公営住宅の長寿命化 

③老朽化した空き家の解体を促し、良好な住環境の整備を推進 

高齢化社会への対応 
①子どもから高齢者・障がい者まで安全で自立して暮らせる住まいづ

くりの促進 

 

【関連重点プロジェクト】：滞在による居住の推進プロジェクト 

まちコンプロジェクト 

 

  

住宅・宅地の整備 

定住環境の整備 

快適住空間の整備 

高齢化社会への対応 
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３－３ 上・下水道の整備 

（１） 基本方針 

老朽化した上水道設備の適期更新・改修を進めるとともに、環境保全、安定水源の確保の観点か

ら各配水系統間の連絡管整備と住民の節水意識の向上による効率的運用を図ります。 

また、汚水の安定的な処理を行うため、ストックマネジメントに基づき農業集落排水処理設備の

計画的な更新、改修を行うとともに、農業集落排水事業区域外は個別合併処理浄化槽の設置を推進

し、水洗化の普及を促進します。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

上水道施設の整備 

①水道施設及び設備の更新・改修の検討・整備 

②適正な料金と節水意識の向上による効率的利用 

③各配水系統間の連絡管整備による非常時の給水安定性の確保 

下水道の整備 
①農業集落排水施設及び設備の更新・改修の検討・整備 

②農業集落排水事業区域外の地区への個別浄化槽の普及促進 

水洗化の促進 ①下水道効果の PR による未普及世帯への水洗化の普及促進 

 

  

上・下水道の整備 

上水道施設の整備 

下水道の整備 

水洗化の促進 
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３－４ 地域情報通信網の充実 

（１） 基本方針 

高度情報化技術の促進は、まちづくり活動の活性化、住民サービスの向上、事業運営・行政事務

の効率化を図るとともに、人材育成のための情報化教育や災害対策、安否確認、遠隔医療※等の高

度利用にも繋がることから、より一層の充実を図ります。また、住民サービスの一環としてインタ

ーネット等の利用による情報公開、地域情報の発信を促進します。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

行政情報化の推進 

①文書管理システム・行政情報のデータベース※化、電子決裁等の推

進と情報公開の促進 

②インターネット利用による町の計画、事業等の行政情報発信の充実 

③地域保健・福祉情報システム、防災・災害情報システム、遠隔医療

※システムの検討、整備 

地域情報化の推進 

①ブロードバンド※サービスの利用による災害対策、一人暮らしの方

の安否確認、遠隔医療※等への展開の促進 

②学校での情報教育の充実 

③生涯学習、産業振興の機会としての情報化教育の充実 

 

  

地域情報通信網の充実 

行政情報化の推進 

地域情報化の推進 
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３－５ 交通安全・防犯体制の充実 

（１） 基本方針 

観光等による道路交通量の増大に伴う人命の危険から住民を守るために、交通安全施設の整備を

促進するとともに、交通安全教育を実施して交通安全思想の高揚を図ります。また、犯罪のない明

るい住みよいまちづくりを推進するため、地域ぐるみの防犯体制の強化と住民の防犯意識の高揚に

取り組みます。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

交通安全施設の整備 

①安全確保のための幹線道路の整備促進 

②歩道、信号機、ガードレール、道路標識の設置促進 

③高齢者、障がい者の利用しやすい交通安全施設の整備 

交通安全の実践 
①関係機関、団体等と連携し、参加・体験型交通安全の実施 

②交通事故相談業務の向上 

防犯体制の充実 

①防犯活動の促進 

②家庭、学校、地域、関連機関の相互協力による防犯体制の強化 

③防犯協会や町民運動推進協議会など関係機関との連携による防犯

教育、防犯相談、防犯意識の高揚の促進 

 

  

交通安全・防犯体制の充実 

交通安全施設の整備 

交通安全の実践 

防犯体制の充実 
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３－６ 消費者対策の充実 

（１） 基本方針 

悪質訪問販売などの苦情相談や商品の安全性、健康や環境に与える影響に関する相談に対し斡旋、

解決を図る体制づくりを促進し、消費者トラブルの防止に関する情報提供、消費者教育を推進しま

す。また、リサイクル※活動など省資源･省エネルギー、大量消費使い捨て文化の見直しなど、消費

活動、地球環境問題等に対する消費者の意識啓発を推進します。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

消費者保護の体制づく

り 

①苦情相談、商品の安全性、健康や環境に与える影響等の相談に対す

る PIO-NET※等を活用した斡旋・解決を図る体制づくり 

消費者意識の啓発 

①省資源、省エネルギーに関わる消費活動の促進 

②消費生活や地球環境問題について広報誌、パンフレット等の活用に

よる意識啓発 

特殊詐欺被害等の予防

対策 

①不当要求や特殊詐欺等の悪質な犯罪から守るための情報提供や消

費者教育の推進 

 

 

消費者対策の充実 

消費者保護の体制づくり 

消費者意識の啓発 

特殊詐欺被害等の予防対策 
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第４章 チャレンジしつづける活力あるまち 

 

（１）これまでの取り組み状況 

本町は農業を基幹産業とし、安定的な産業基盤を形成してきました。商工業は、地域密着型の展

開を中心に取り組み、観光は原生花園・濤沸湖・藻琴山等、自然や花を中心に展開しています。 

地域の活力の源泉である産業の振興については、次のような取り組みを進めてきました。 

○農業の振興 

恵まれた自然・土地資源を活かした畑作、酪農を主体に多岐にわたる農業生産の展開や低コ

スト生産を図ってきました。また、農業は、環境保全、美しい農村景観の形成など本町の土地

利用・経済社会の基盤として多面的な役割を果たしています。しかしながら、現在の農業は国

際化時代への対応、担い手の減少、高齢化といった事が大きな課題となっています。 

○林業の振興 

森林の持つ公益的機能の維持増進及び資源の保存･循環をテーマに取り組んできました。 

○水産業の振興 

濤沸湖で牡蠣貝、しじみなどの養殖事業が行われています。 

○商業の振興 

人口減少による地域購買力の低下と郊外型の大型店舗の出店、通信販売等による購買層の減

少で、商業を取り巻く環境は厳しい状況ですが、高齢化社会を迎え、身近な生活の場で地域に

密着した商店街づくりを目指し空き店舗などの活用をはじめ中心市街地の活性化に取り組ん

でいます。また、流通機能の整備、特産品の開発研究・販路拡大を検討しています。 

○工業の振興 

本町の工業は地場産業である農産物を活用した加工業を中心に中小規模な資源立地型工業

となっていて、経営基盤の強化と技術力、人材育成が求められています。 

○観光の振興 

本町の観光資源は小清水原生花園、藻琴山、リリーパーク等を活かし、観光協会を中心に滞

在型観光を目指した取り組みが進められています。 

外国人観光客の増加、自然体験の本物志向の流行、個人旅行の増加、インターネットによる

観光スポットを探す費用節約型の観光など多種多様な観光ニーズに応えるための人材育成や

環境整備が必要です。 

○企業誘致と起業化 

企業誘致については、国内経済の低迷、国内製造業空洞化により厳しい状況です。しかし、

企業誘致は地域の雇用の拡大、所得水準の向上など地域振興に大きく影響をもたらすものであ

り、粘り強い取組みが必要な状況です。 

○雇用環境の整備 

本町においては町独自の取り組みとして季節労働者への雇用対策を進めてきており、今後と

も国・道の施策の活用や関係機関との連携により、労働環境の整備や勤労者福祉の向上に取り

組む必要があります。また、定住を目指した雇用環境整備として異業種連携による通年雇用の

創出が求められています。 
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４－１ 農業の振興 

（１） 基本方針 

本町の基幹産業であり、農業基盤の整備を推進し、環境と調和した循環型農業※の形成と地域に

根ざした生産性の高い農業を促進することにより、農業経営の安定化を図ります。また、農村生活

環境の整備を図ることにより、次世代の担い手の育成・確保を推進します。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

農業の振興 

生産基盤の整備 

環境と調和した循環型農業※の推進 

農業経営の安定化 

農村生活環境の整備 

担い手の育成確保 

土づくりの推進 
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（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

生産基盤の整備 
①圃場、農道、かんがい排水施設、土壌改良等の生産基盤の整備及び、

優良農用地の保全 

環境と調和した循環型

農業※の推進 

①バイオマス※の利活用の促進 

②耕畜連携による資源循環型農業※の推進 

③クリーン農業（農薬、化学肥料の適正使用）の推進 

農業経営の安定化 

①良質農産物の安定生産 

②生産履歴記帳、トレーサビリティ※の厳格化の推進 

③産学官連携による共同研究の推進、新技術の開発・普及 

④地域集落、生産組織の活用による機械共同の意識向上 

⑤循環型農業※の推進による「土づくり」を基に小清水ブランド※の

確立 

⑥ICT※農業の推進 

⑦農作業支援体制の確立 

農村生活環境の整備 
①生活道路、個別浄化槽の整備 

②快適でゆとりある生活環境の整備 

担い手の育成確保 

①農業後継者、担い手の育成のため、経営・農業技術向上研修の実施 

②農作業支援の充実及び新規就農奨励制度の検討 

③農業後継者の配偶者対策 

④関連企業における従事者の育成確保 

土づくりの推進 

①堆肥・緑肥の活用 

②土壌分析の励行 

③輪作を基本とした循環型農業※の確立 

 

【関連重点プロジェクト】：農業担い手育成プロジェクト 

高収益作物プロジェクト 
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４－２ 林業の振興 

（１） 基本方針 

森林の持つ公益的機能の維持増進と資源を保存し循環させるために、関係機関が共通の認識を持

ち、適正な伐採量や更新量などの計画的な森林の整備を推進していきます。また、環境保全、美化

運動、さらにはレクリエーションの場も含め、多様な森づくりを促進します。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

森林資源の適正な管理 
①造林・育林整備の支援による健全な森林の育成の推進 

②計画的な森林施業による良質な資源の維持確保 

多様な森づくり 

①水源かん養機能、山地斜面保護、二酸化炭素の吸収等公益的な機能

の保全のための適正な管理の励行 

②森林環境教育、緑化思想等の高揚、森林愛護の啓発 

③レクリエーションや健康推進などの多面的利活用の促進 

 

  

林業の振興 

森林資源の適正な管理 

多様な森づくり 
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４－３ 水産業の振興 

（１） 基本方針 

水産資源の安定化、養殖や加工技術の向上と流通・販売などの多様な活用を図ることを推進しま

す。 

また、ラムサ－ル条約※に登録された自然環境の保全に、より一層努めます。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

養殖事業の育成支援 
①内水面漁業としての養殖事業の育成 

②イベント等による消費者と生産者の相互理解の推進 

濤沸湖周辺の環境保全 ①ラムサール条約※登録湿地として自然環境の保全の推進 

 

  

水産業の振興 

養殖事業の育成支援 

濤沸湖周辺の環境保全 
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４－４ 商・工業の振興 

（１） 基本方針 

身近な生活拠点として、地域に密着した商店づくりを推進するとともに、観光･農業などの他産

業との連携による地場産品の提供を促進します。また、新商品の開発や販売方法を検討して、経営

基盤の強化を推進するとともに、地場産業や地域資源との関連の強い企業誘致、起業化を支援しま

す。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

地域に密着した商店づ

くり 

①個性化、差別化のある地域密着型の商店経営の促進 

②子どもや高齢者に優しく安心な商店街の形成促進 

③商店街共同による取組みの充実強化 

④集客のための情報発信による町内外からの集客力向上 

他産業との連携 

①観光・農業の連携による地場産品の魅力向上の推進 

②優良地場産品の提供の促進 

③新商品の開発、販売方法の検討 

経営基盤の強化 

①指導、相談体制の充実強化による経営高度化の推進 

②消費者・高齢化社会のニーズ※に応じた経営の推進 

③中小企業経営体の資金強化の推進 

企業誘致・起業化の支

援 

①地場産業、地域資源と関連の強い企業の誘致の促進 

②新事業・新産業の育成推進 

 

【関連重点プロジェクト】：新規事業者推進プロジェクト 

  

商・工業の振興 

地域に密着した商店づくり 

他産業との連携 

経営基盤の強化 

企業誘致・起業化の支援 
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４－５ 観光の振興 

（１） 基本方針 

観光客の多様なニーズ※に対応するため、観光素材の発掘、観光資源としての農業の活用を積極

的に推進し、「通過型」から「滞在型」の観光拠点の整備と、観光ニーズに対応可能なガイドを育

成し、受け入れ体制を強化します。また、他産業との連携で小清水ブランド※を創出し、地域、物

産のＰＲを促進します。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

多様な観光の展開 

①新たな観光素材の発掘、受入体制の整備、関係機関団体の連携強化 

②観光資源としての農業の文化的、観光的側面の内外への PR 促進 

③「通過型」から「滞在・体験・癒し型」への観光資源の開発・促進、

観光メニューの研究、開発 

観光拠点の整備 
①既存の観光施設、集客・交流拠点施設の維持管理、利便性の向上 

②観光拠点のネットワーク※化、宣伝活動の展開 

他産業との連携 
①こしみず食文化の研究・振興、こしみずブランド※の創出 

②物産展などの開催による農畜産物、特産品の販路拡大 

観光サービスの向上 
①すべての人にやさしく、あたたかくもてなし、地域と交流できる観

光地としての環境の充実 

 

【関連重点プロジェクト】：関係人口拡大プロジェクト 

 

  

観光の振興 

多様な観光の展開 

観光拠点の整備 

他産業との連携 

観光サービスの向上 
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４－６ 雇用環境の整備 

（１） 基本方針 

既存企業の育成や企業誘致に努め、関係機関との連携による事業創設･拡大による雇用創出事業

者への支援を充実します。また、季節労働者への支援継続や、就労条件、就労環境の整備を促進す

るとともに、失業対策、生活資金貸与制度等の充実に努めます。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

雇用の場の確保 

①既存企業の育成、企業誘致の促進 

②事業創設及び拡大を目指す事業者への支援 

③冬期間における就労の場の確保、季節労働者の支援の拡大 

労働福祉の推進 
①就労実態の把握と、適切な就労条件、就労環境の整備 

②失業対策、生活資金貸与制度の充実 

 

雇用環境の整備 

雇用の場の確保 

労働福祉の推進 
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第５章 人と文化を伸びやかに育むまち 

 

（１）これまでの取り組み状況 

本町においても少子化は進んでおり、子どもの教育のあり方についても新たな視点からの取り組

みが求められています。また、青少年期の健全な育成や生涯を通じた学習環境の充実を目指し、次

のような取り組みを進めてきました。 

 

○生涯学習体系の確立 

社会教育･体育施設の整備・充実を図るとともに、ソフト※面では自主的活動の支援や、町

の先生として人材バンク※に登録されているボランティア指導員を活用しています。 

さらに、社会教育･スポーツ･図書館の各委員により分野ごとに評価検討を実施しています。 

○幼児教育の充実 

子育て世代の経済的負担を軽減するため、３歳児以上の子どもの保育料と給食費を無償化

しました。 

また、稀薄になっている異世代交流として保育所児童とことぶき学園の高齢者との交流を

実施するとともに、幼稚園・保育所･子育て支援センター及び福祉関係者による連絡会議を開

催し連携強化を図っています。 

○学校教育の充実 

小学校にあっては少子化による児童数の減少が著しく、適正な学校規模と子供たちが集団

生活で学ぶことに対応できるよう、平成 24 年４月に再編統合しました。 

また、中学校にあっては改築を行い、耐震化等安全な校舎にしました。 

小清水高等学校の閉校に伴い、東学区内の高校へ進学する生徒へ通学費の助成を行ってい

ます。 

○青少年の健全育成 

子ども会・スポーツ少年団・青年団体への活動支援並びにふるさとまつり、植樹祭への自

主的な参加の促進を図っています。また、少年顕彰授賞式や少年の主張大会を開催し、青少

年活動の促進を図るとともに、青少年芸術鑑賞事業を実施して芸術文化による人間形成を図

っています。 

さらに、大人自身が積極的に実践することにより、子どもたちの豊かな心を育み、青少年

の健全育成と明るいまちづくり、地域づくりを目指して愛の声かけ運動を実施しています。 

○スポーツ･レクリエーションの振興 

スポーツ協会及びスポーツ団体の自主的活動への支援の実施や、指導者養成の補助を実施

しています。 

また、町民ソフトボール大会・マラソン大会など各種大会の実施並びに水泳教室、少年野

球教室を開催しています。 

さらに、小学生を対象としたわんぱくスポーツ塾を開催し軽スポーツの指導、オホーツク

の村での自然体験学習を実施しています。 
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○地域文化・芸術活動の振興 

文化協会及び文化団体の自主的活動の支援とともに、展示・舞台・ダンス・コンサートな

どの町民発表の場として町民文化祭を開催しています。また、町民や子どもが身近に文化・

芸術に親しむことができる機会を提供するための鑑賞事業を実施するとともに、郷土資料保

存会が中心となり郷土資料の収集と調査研究を行っています。 

○国際交流・地域間交流の推進 

バードウォッチングを起爆剤としたインバウンド受入れのためのグローバル教育を実施し

ています。 
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５－１ 生涯学習体系の確立 

（１） 基本方針 

幼児から高齢者に至るまで、それぞれのライフステージ※に併せた学習環境を整備するとともに、

“学ぶ”活動をとおして積極的な社会参加やまちづくりへの参画が促されるような仕組み作りを推

進します。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

生涯学習推進体制の整

備 

①各関係機関、団体等の連携による生涯学習推進体制の確立 

②社会教育計画に基づく生涯学習関連施策の展開 

③総合教育会議の充実 

生涯学習施設の整備 

①社会教育施設を中心にした学校、地域コミュニティ※施設、保健福

祉施設等のネットワーク※化 

②身近に学習できる生涯学習関連施設の活用 

まちづくり活動との連

携 

①地域資源を活かした学習活動の推進と人材の育成 

②多彩で特色ある学習プログラムの充実 

③生涯学習ボランティア、まちづくりボランティアなどの活動推進と

相互連携による活動の活性化 

④学校支援地域本部事業との連携、有志指導者の発掘の推進 

社会教育団体の育成 ①学習サークル※活動の支援、各団体の連携、活動の活性化 

 

【関連重点プロジェクト】：教育環境による居住推進プロジェクト 

  

生涯学習体系の確立 

生涯学習推進体制の整備 

生涯学習施設の整備 

まちづくり活動との連携 

社会教育団体の育成 
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５－２ 幼児教育の充実 

（１） 基本方針 

情操、創造性などの基礎形成としての就学前教育の充実を図ります。また、高齢者交流や幼･小･

中の校種間交流を推進するとともに、家庭での親子の絆を深める共同体験、親同士のネットワーク

※づくりの推進さらには保育所との連携による子育ての各種情報の提供を促進します。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

幼児教育の充実 

①就学前教育の充実・推進 

②自然を活かした体験学習の実施 

③高齢者交流、幼・小・中の校種間交流の充実 

④子育て支援センターの充実 

⑤保育施設の充実 

家庭、保育所との連携 

①親子の共同体験、親同士のネットワーク※づくりの推進 

②広報誌、講演会等による各種情報の提供 

③幼稚園、保育所の課題の把握、指導の充実 

④就学前の小学校体験の推進 

⑤特別支援教育を必要とする幼児の早期実態把握の推進と、幼稚園、

保育所との連携による相談体制の充実 

⑥幼稚園、保育所、学校、家庭との連携による幼児教育環境の充実 

 

  

幼児教育の充実 

幼児教育の充実 

家庭、保育所との連携 
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５－３ 学校教育の充実 

（１） 基本方針 

小中一貫教育による９年間を見通した学習プログラムを構築するとともに、小清水の自然や文化

を活用した学習機会を充実し、学習環境の整備と郷土意識の向上を図ります。 

教職員の適正な配置とコミュニティスクールの構築により地域と学校が一体となった社会全体

での教育を実現します。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

小清水らしい教育の推

進 

①自ら学び考える力を育成する学習プログラムの構築 
②自然や文化の学習機会の充実 
③環境保全、環境を活かした取組みに触れる機会の充実 
④郷土の自然、産業、文化などの理解と愛着を深める郷土に根ざした

教育の推進 
⑤自立できる人間として確かな学力を養う教育の充実 
⑥オホーツクの歴史や文化に理解を深め、国際的に活躍する意欲や夢

の実現に向けて挑戦できる子どもの育成 

教育環境の整備、充実 

①新学習指導要領に基づく教育課程の編成を行い、自ら学び考える力

の育成 
②情報化教育の推進と情報モラル※の育成 
③教育専門家の資質・能力向上のための研修体制の充実 
④小中一貫教育の充実 
⑤学校給食活用による食育※の推進、給食の充実 
⑥特別支援教育支援員及び町費教員の配置 
⑦学力及び学習意欲向上のため英語検定等の検定料助成制度の充実 
⑧ALT を活用した英語教育の推進 

家庭、学校、地域との

連携 

①地域密着による PTA 活動の活性化の促進 
②コミュニティスクールの充実 
③いじめ・不登校等の児童の未然防止、早期発見できる体制の整備・

充実 

  

学校教育の充実 

小清水らしい教育の推進 

教育環境の整備、充実 

家庭、学校、地域との連携 
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５－４ 青少年の健全育成 

（１） 基本方針 

子ども会、スポーツ少年団・青少年団体等の自主活動の支援に努め、地域活動との連携により青

少年の育成環境の整備を図ります。また、地域活動を活性化し、イベントや体験・交流活動、ボラ

ンティア活動などに自主的、自発的な活動への参加を促進します。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

育成環境の整備 
①子ども会、スポーツ少年団、青少年団体等の自主的活動への支援 

②地域活動との連携による自然、文化にふれあう機会の創出 

育成運動の推進 
①地域活動の活性化推進 

②青少年の感性豊かな心を持つ運動の推進 

まちづくりの参加促進 
①イベント、地域活動、体験・交流活動及びボランティア活動への青

少年の自主的・自発的参加の促進 

 

  

青少年の健全育成 

育成環境の整備 

育成運動の推進 

まちづくりの参加促進 
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５－５ スポーツ・レクリエーションの振興 

（１） 基本方針 

「いつでも・だれでも・どこでも」気軽にできる軽スポーツを振興し、町民の健康･体力維持・

増進を図ります。また、各種スポーツ施設の整備・充実を図るとともに、指導者の育成・資質向上

を図り、スポーツ活動の活性化を促進します。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

スポーツ・レクリエー

ションの振興 

①軽スポーツの振興による自主的・自発的スポーツの促進 

②指導者の育成と資質の向上 

③各種スポーツ団体・クラブの自主的活動の支援 

施設の整備・充実 
①多様なニーズ※に応えられる各種スポーツ施設の整備 

②地域施設の有効活用 

 

  

スポーツ・レクリエーションの振興 

スポーツ・レクリエーションの振興 

施設の整備・充実 
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５－６ 地域文化・芸術活動の振興 

（１） 基本方針 

町民が質の高い文化･芸術にふれる機会・参加できる環境づくりを促進し、指導者の育成と組織

強化を行うことで地域に根ざした文化･芸術活動の意識高揚、奨励・支援を推進します。また、文

化交流拠点として演劇、コンサートなどをできる施設整備を図るとともに、郷土資料活用のための

施設整備についても検討します。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

文化・芸術活動の推進 
①質の高い文化・芸術にふれる機会の創出 

②参加できる環境づくりの推進、意識の高揚の促進 

文化交流拠点の活用 ①演劇、コンサート、発表会などができる施設の充実 

文化財の保存と活用 

①関係団体との連携による郷土学習の推進と後継者の育成 

②文化財の保存活用の促進 

③町民の郷土意識の高揚の促進 

④郷土資料活用のための施設管理 

 

  

地域文化・芸術活動の振興 

文化・芸術活動の推進 

文化交流拠点の活用 

文化財の保存と活用 
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５－７ 国際交流・地域間交流の推進 

（１） 基本方針 

グローバル化が進む時代にあって、生活、産業、教育、観光等あらゆる面で外国人の訪れやすい

まちづくりを推進していきます。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

国際交流の促進 
①外国人及び外国の生活・文化等にふれる機会の創出 

②国際理解を深める事業の推進 

地域間交流の促進 

①教育・文化、スポーツなど多様な分野における交流機会づくり 

②自治体、学校、団体等を単位とした地域間交流の推進 

③「ふるさとこしみず会」の連携による人的ネットワーク※の形成と

新たな交流の創出による地域の活性化促進 

 

【関連重点プロジェクト】：地域間連携プロジェクト 

 

国際交流・地域間交流の推進 

国際交流の促進 

地域間交流の促進 
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第６章 手を取り合って未来へ進むまち 

 

（１）これまでの取り組み状況 

本町はこれまでも協働※の理念のもとに、行政、住民が一体となったまちづくりに取り組んでき

ましたが、地域をとりまく環境はさらに厳しさをましています。今後とも自立的なまちづくりを進

めていくためには、行財政改革とともに行政・住民のパートナーシップ※をより強化していく必要

があり、次のような取り組みを進めてきました。 

 

○地域コミュニティ※の活性化 

地域の過疎化や少子高齢化に対応するために、住民同士が互いに支え合う 小単位の団体

である自治会への事業補助を通して、実践的な住民自治の推進を図りました。 

○地域コミュニティの基盤整備 

住民センターの整備を行い、地域コミュニティ活動を支えてきました。 

○人権尊重と男女共同参画社会の推進 

人権尊重のまちづくりのために人権問題の啓発活動に努めてきました。また、男女共同参

画※社会の確立のため、意識啓発活動を実施してきました 

○行財政運営の効率化 

平成 28 年３月に策定した第５次小清水町行財政改革大綱（含町行財政改革推進計画）及び

第４次小清水町定員適正化計画は令和 2 年度が 終目標年となっており、令和 2 年度中に令

和 3～7 年度の５年間を目標とする新たな行革大綱及び定員適正化計画を策定する予定です。

新大綱等の策定は、現大綱等を評価・検証した結果を踏まえ総合計画等との整合を図り策定

を行います。 

○財政運営の健全化 

行財政改革とあわせて、補助制度の活用及び自主財源の確保に努めました。また、施設使

用料や指定管理者制度※の導入による施設の管理方法の見直しを図りました。なお、指定管理

者制度※の導入については、継続協議中の施設もあることから、今後導入方法の検討をしてい

きます。 

○広域行政の推進 

効率的な行政サービスの向上を図るため、し尿処理及び消防については斜里郡３町一部事

務組合で、介護認定においては網走市外３町介護認定審査会で広域行政運営を行っています。 
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６－１ 地域コミュニティの活性化 

（１） 基本方針 

これからのまちづくりは住民・事業者・行政等が一体となって取り組む“協働※”の考え方が基

本となります。そのためには、各自治会活動を軸に、住民提案型のまちづくりを推進するとともに、

広報・広聴活動はもとより、積極的な相互の情報公開を推進していきます。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

共同参画※の推進 
①各種計画づくりにおける計画段階からの住民参加の推進 

②住民との協働※によるまちづくり事業の推進 

自治会活動の推進 

①自治会組織の強化・活動促進のため事務局体制の充実 

②自治会組織の事業費支援の拡充 

③住民参画のまちづくりの推進 

④NPO※・住民団体との連携による民間活力の有効活用 

広報・広聴活動の充実 

①広報「こしみず」のより一層興味ある紙面作りの推進 

②問題提起型の広報展開 

③ホームページ※のリアルタイムな更新と充実・発信 

④町民トーク、電子メール，町長への手紙等の活用による広聴活動の

展開 

情報公開の推進 ①新文書管理体制の構築と個人情報保護法に基づく情報公開の推進 

 

  

地域コミュニティ※の活性化 

共同参画※の推進 

自治会活動の推進 

広報・広聴活動の充実 

情報公開の推進 
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６－２ 地域コミュニティの基盤整備 

（１） 基本方針 

地域に根ざしたリーダーの発掘･育成を推進し、コミュニティ※組織活動、地域住民の交流活動を

促進します。また、個性ある地域づくりを目指して地域活動を促進するとともに、地域拠点施設の

整備、周辺環境の整備を推進します。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

コミュニティ※活動の

推進 

①地域に根ざしたリーダーの発掘・育成 

②各コミュニティ※活動の育成・支援 

③地域住民との交流促進、自治会単位を超えた活動の拡大 

④地域連帯感や相互扶助精神にあふれた地域づくりの推進 

個性ある地域づくりの

促進 

①住民主体の地域づくり計画の策定推進 

②各種支援の充実による地域ごとの個性ある活動の促進 

地域活動を促す環境整

備 

①コミュニティ※の拠点として位置付けた公民館、団地集会所、地域

住民センターの活用と周辺環境の整備 

 

  

地域コミュニティ※の基盤整備 

コミュニティ活動の推進 

個性ある地域づくりの促進 

地域活動を促す環境整備 
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６－３ 人権尊重と男女共同参画社会の推進 

（１） 基本方針 

一人ひとりが命の大切さや人間尊重の認識を深めることにより、お互いの人権を尊重しあう、心

豊かな安心して暮らせるまちづくりを目指します。その為には、女性、子ども、高齢者、障がい者

などのさまざまな人権にかかわる問題の解決に向けて町民と協働※して積極的な取組みを行います。

特に、男女共同参画※社会の確立を推進し、共同参画※意識の啓発や社会的条件を整備し、まちづく

りに女性の意見が反映されるように女性の社会参画を促進します。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

人権教育の推進と啓発

活動による人権擁護意

識の高揚 

①生涯学習等により人権教育、啓発の推進 

②人権に関する相談窓口の設置 

③広報、ホームページ※等により人権問題の啓発 

男女共同参画※社会の

啓発活動による女性の

社会進出の推進 

①生涯学習の場などを利用した啓発活動の推進や、家族・地域・職場

での男女の固定的な役割分担意識の是正を図ることによる共同参画※

意識の啓発 

②審議会、委員会、協議会などでの女性参加の推進、女性団体、グル

ープ活動の支援、リーダーの育成、研修活動の推進や女性の各種地域

活動への参加促進による社会参画の促進 

 

  

人権尊重と男女共同参画社会の推進 

人権教育の推進と啓発活動による人権擁護意識の高揚 

男女共同参画※社会の啓発活動による女性の社会進出の推進 
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６－４ 行財政運営の効率化 

（１） 基本方針 

財政状況の厳しさが続いている中、これからはより効率的・効果的な行財政の取り組みが必要と

なります。そのための組織改革を含め、地域運営の担い手となる人材の育成と情報化の推進を図り

ます。 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

計画行政の推進 

①計画づくりへの関係各課の参画・連携 

②緊急性・総合性を求める事業における行政、住民、企業、専門家な

どによるプロジェクト※チームの編成 

時代に即応した組織・

機構の整備 
①時代の変化や現状の実態把握・分析による組織・機構の改革 

職員能力開発と活性化 

①職員等からの施策提案制度の確立 

②各種職員研修の推進 

③広い視野と先見性のある職員の養成 

④職員の地域活動への参加促進 

効率的な行政運営の推

進 

①事務事業の効率化の推進 

②計画的な事業の執行管理体制の整備・点検 

③「定員管理適正化計画」に基づいた計画的な定員、給与の適正化の

推進 

行政の情報化の推進 

①OA 機器※の計画的導入・充実による事務の効率化、サービスの向

上 

②ネットワーク※化やデータベース※の整備による行政の情報化の推

進 

  

行財政運営の効率化 

計画行政の推進 

時代に即応した組織・機構の整備 

職員能力開発と活性化 

効率的な行政運営の推進 

行政の情報化の推進 
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６－５ 財政運営の健全化 

（１） 基本方針 

財政計画を策定し健全な財政運営を推進するとともに、緊急性、効果性･効率性を総合的に判断

し、財政の重点配分に努めます。また、民間活力の有効活用や施設管理方法の見直し等による行政

コスト削減のための様々な取り組みをおこない、健全で効率的な財政運営を図ります。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

計画的な財政運営 
①財政計画の策定と健全な財政運営の推進 

②行政需要の変化に柔軟に対応した財政の重点配分 

財源の確保 

①産業の振興、起業化の促進、若者・退職者の U、I ターン※促進な

どの自主財源の安定確保につながる施策の推進 

②補助事業の活用、町債の計画的活用による財源の確保 

③課税客体の的確な把握と収納率の向上 

④受益者負担による使用料・手数料の適正化 

 

  

財政運営の健全化 

計画的な財政運営 

財源の確保 
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６－６ 広域行政の推進 

（１） 基本方針 

定住自立圏※の動きも含め、北網地域が一体となって、相互の連携・分担体制を強化していきま

す。また、本町及び周辺自治体の自立を基本とし、広域的課題や相互支援に積極的に取組み、分権

型社会※に対応した広域行政に取り組みます。 

 

（２） 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 施策の展開 

施策名 展開の内容 

広域行政の推進 

①広域事業組合の組織・事業の充実と効率的運営 

②産業振興、観光ルート、環境、保健福祉、文化施設の相互利用等の

広域圏での取り組み 

連携体制の強化 

①国･道との連携と必要な事業の実施・援助の要望 

②分権型社会※に対応した広域行政のあり方についての関係市町村と

の多様な検討 

 

 

広域行政の推進 

広域行政の推進 

連携体制の強化 
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第２次 小清水町 

まち・ひと・しごと 

創生総合戦略 
 

III.総合戦略 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総合戦略の体系 

第２章 「新しい人の流れ・定住促進」

の重点プロジェクト 

第３章 「結婚・出産・子育て」の重点

プロジェクト 

第４章 「雇用の創出」の重点プロジェ

クト 

第５章 「地域間連携」の重点プロジェ

クト 
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第１章 総合戦略の体系 

 

１－１ 重点プロジェクト 

 

急速な人口減少・少子高齢化問題に対応し、かつ、「未来につながるまちづくり ～みんなで創

る ずっと住みたい 大自然のまち～」という将来像の実現に向けて、「新しい人の流れ・定住促進」

「結婚・出産・子育て」「雇用の創出」「地域間連携」という４つの理念（基本的方向）のもと、各

種の重点プロジェクト※に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

将来像

未
来
に
つ
な
が
る
ま
ち
づ
く
り

～

み
ん
な
で
創
る
ず
っ
と
住
み
た
い
大
自
然
の
ま
ち

～

結
婚
・
出
産

・
子
育
て

重点プロジェクト

新
し
い
人
の
流
れ

・
定
住
促
進

雇
用
の
創
出

地
域
間
連
携

滞在による居住の推進プロジェクト

農業担い手育成プロジェクト

教育環境による居住推進プロジェクト

まちコンプロジェクト

出産プロジェクト

子育て応援プロジェクト

新規事業者推進プロジェクト

高収益作物プロジェクト

関係人口拡大プロジェクト

地域間連携プロジェクト

理念
（基本的方向）

農＋観＋福で紡ぐ“稼ぐ力”向上
プロジェクト
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１－２ 実施計画（戦略）の体系 

 

小清水町は、町の大きな財産である自然環境を活かしながら、自然や農業と共生した小清水らし

い生活スタイルを充実させ、若者にも魅力があり、さらには町外からも新住民が定住するようなま

ちづくり（未来につながるまちづくり）を目指しています。 

本町における急速な人口減少・少子高齢化問題に対応し、将来に課題を先送りすることなく的確

かつ速やかに対処するため、以下の重点プロジェクト※に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III-1 総合戦略の体系 

総合戦略
（令和２～６年度の５ヶ年で重点的に取り組む事項）

将来像 理念
（基本的方向）

主な施策

結
婚
・
出
産

・
子
育
て

重点プロジェクト

新
し
い
人
の
流
れ

・
定
住
促
進

雇
用
の
創
出

・出会いの機会の充実

・妊産婦支援制度の充実

・お試し居住の推進
・空き家バンクの推進
・民間賃貸住宅建設促進事業
・町づくりを担う人材の確保・育成

・学習サポート

・子育て支援の充実
・保育体制の強化
・小児科医師確保・運営支援事業
・小中学生家庭の支援強化
・高校生徒等の支援充実

滞在による居住の推
進プロジェクト

農業担い手育成
プロジェクト

教育環境による
居住推進
プロジェクト

まちコン
プロジェクト

出産プロジェクト

子育て応援
プロジェクト

新規事業者推進
プロジェクト

高収益作物
プロジェクト

・農業担い手確保・養成事業の充実
・農作業支援組織の設立
・農福連携事業の充実

・集約的野菜団地の形成と高収益作物の生産促進

・起業化創生支援
・企業立地・雇用創設促進
・女性の雇用促進

関係人口拡大
プロジェクト

・イベントの振興
・観光の振興（原生花園・濤沸湖）
・Society5.0の活用
・ＰＰＰによるまちづくりの推進
・地域コミュニティの再生

地
域
間
連
携

地域間連携
プロジェクト

・オホーツクブランドの形成
・釧網地区等連携による関係人口拡大
・地域エネルギーの開発
・地元大学との連携

農＋観＋福で紡ぐ
“稼ぐ力”向上
プロジェクト

・通年雇用の場づくり
・障がい者雇用の場づくり
・農業体験ツアーの本格実施
・農業振興拠点施設の整備

未
来
に
つ
な
が
る
ま
ち
づ
く
り

～

み
ん
な
で
創
る
ず
っ
と
住
み
た
い
大
自
然
の
ま
ち

～
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第２章 「新しい人の流れ・定住促進」の重点プロジェクト 

 

２－１ 理念（基本的方向） 

 

小清水町では転出者数が転入者数を上回る「転出超過」が続いており、若年層とくに女性が札幌

など大都市へ流出しています。また、町民アンケートでは買い物や医療の不便さが指摘されていま

す。 

小清水町の人口と地域の活力を維持していくためには、転出者の呼び戻しや転出抑制と同時に、

他地域からの積極的な人の呼び込みとＰＲが必要であり、農業体験や観光イベント等を通じた関係

人口の拡大を図り、また雇用や住宅を確保し、Ｉターン※やＵターン※を受け入れる環境づくりを推

進していきます。 

そして、町民がここに住み続けたいと思える生活環境づくりが大切であり、医療・福祉や教育環

境をはじめ、買い物など生活利便や災害等の対応といった、様々な分野におけるサービス機能の確

保に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 III-2 新しい人の流れ・定住促進 
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２－２ 滞在による居住の推進プロジェクト（新しい人の流れ・定住促進） 

 

（１） 目標・取組方針 

目  標：体験居住を増やし、転出超過に歯止めをかけることを目指します。 

取組方針：地域の魅力や情報を積極的に発信し、体験居住を推進します。 

【数値目標（令和２年度）】 

指標 数値目標 

I ターン※、Uターン※等による転入者数 5 人／5年 

 

（２） 具体的な施策・事業・指標 

施策 事業 

重要業績

評価指標 

（KPI 指

標） 

●お試し居住の推進 

町有財産の一部や空き家

を活用し、町外からの「お

試し居住」や「UIJ ターン」

を募ることで、転入者数の

拡大を図ります。 

◆町有財産の一部を移住住宅等へ用途変更 
町有財産の一部を移住体験住宅へ用途変更するほ

か、所得要件など公営住宅への入居が困難な住民の

期待に応えるため、地域特定賃貸住宅等として民間

開放することにより、定住促進・転入者の拡大を図

ります。 
◆体験型滞在の推進 

町有財産の一部を用い、農業体験など地域資源を

活用した体験型滞在を推進し、転入者数の拡大を図

ります。 
◆移住・定住対策 PR 

利用者にとってわかりやすい情報を提供し、効果

的な PR を実施します。 

お試し居

住の利用

件数 

30 件 

／5年 

●空き屋バンクの推進 

空き屋の調査及び情報を

募ることで転入希望者の

ニーズ※に対応した物件紹

介等を行い転入者数の拡

大を図ります。 

◆空き屋バンク（情報・斡旋）の活用 
各自治会などの協力を得ながら、空き屋情報を収

集するとともに、空き家バンクへの登録数増加に向

け、家財道具の整理に伴う所有者コストの低減策の

検討を図ります。 
また、同バンクを利用し、取得した住宅を改修す

る場合の一部助成など、転入者等が住宅を取得しや

すい環境づくりが図られるよう一層の体制整備を進

めます。 

空き家バ

ンクの利

用件数 5

件／5年 

●民間賃貸住宅建設促進

事業 

移住・定住人口の確保及び

町民の住環境の向上を図

ります。 

◆民間賃貸住宅建設促進事業 
移住・定住人口の確保、雇用の拡大及び町民の住

環境の向上を図ることを目的として、賃貸住宅の建

設を行う民間企業等に対して助成を行います。 

民間賃貸

住宅建設

棟数 

２件／年 
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施策 事業 

重要業績

評価指標 

（KPI 指

標） 

●町づくりを担う人材の

確保・育成 

町の良さと欠点を客観的

な視点で捉えることがで

きる人材を募集し、これま

での知見やノウハウを活

かし地域独自の魅力や価

値創造に繋げます。 

◆地域おこし協力隊員の募集 
恵まれた自然環境を活かし、インバウンド対応も

含めたアウトドアアクティビティプランの策定や企

画立案など本町の魅力を発信するための担い手とし

て地域おこし協力隊を募集します。 
◆地域おこし企業人制度の活用 

三大都市圏に所在する民間企業等の社員を一定期

間受け入れ、そのノウハウや知見を活かし、地域独

自の魅力や価値の向上等につながる業務を推進しま

す。 
◆資源の利活用とＰＲを担う人材確保と育成 

関係人口創出に向けて本町のあらゆる資源（自然、

作物、文化など）を活用した新たな町の魅力発信と

付加価値向上のための取り組みを実行できる人材の

確保と育成を図ります。 

地域おこ

し協力隊

の地域定

着率 60％ 

 

地域おこ

し企業人

１人／３

年 

 

定住人口

２人／５

年 

 

 

（３） 事業スケジュール 

施策 事業 担当課 
事業スケジュール 

R2 R3 R4 R5 R6 

お試し居住の推進 

町有財産の一部を移住住宅
等へ用途変更 

企画財政課 
総務課 

● ● ● ● ● 

体験型滞在の推進 企画財政課 ● ● ● ● ● 

移住・定住対策PR事業 企画財政課 ● ● ● ● ● 

空き家バンクの推
進 

空き屋バンク（情報・斡旋）
の活用 

建設課 ● ● ● ● ● 

移住・定住対策PR事業 企画財政課 ● ● ● ● ● 

民間賃貸住宅建設
促進 

民間賃貸住宅建設促進事業 企画財政課 ● － ● ● ● 

町づくりを担う人
材の確保・育成 

地域おこし協力隊員の募集 総務課 ● ● ● ● ● 
地域おこし企業人制度の活
用 

総務課 ◇ ◇ ● ● ● 

資源の利活用とＰＲを担う
人材確保と育成 

企画財政課 
産業課 

◇ ◇ ● ● ● 

◇：調査・準備  ●：事業実施 
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２－３ 教育環境による居住推進プロジェクト（新しい人の流れ・定住促進） 

 

（１） 目標・取組方針 

目  標：確かな学力、豊かな心、健やかな体を育む教育環境の充実を図り、子育て日本一を

目指します。 

取組方針：民間教育機関の少ない現状に対し、学習ニーズ※に応じた教育環境を提供し、学力

強化を図ります。 

 

【数値目標（令和２年度）】 

指標 数値目標 

15 歳以下の転入超過数（H30 実績 ▲3） 5 人／5年 

 

（２） 具体的な施策・事業・指標 

施策 事業 
重要業績評価指標 

（KPI 指標） 

●学習サポート 

放課後学習サポート、夏期・

冬期講習会を開催します。 

◆「本気出すぞ！放課後学習サポート」

「北大生による夏期・冬期講習会」の開

催 
自ら学ぶ意欲を養うため、受験を控え

た中学校３年生を対象とした学習サポー

トや大学生による小学校高学年、中学生

を対象とした夏期・冬期の講習会を開催

します。 
 

◆既存少子化対策事業の PR 
医療費無償化事業等の既存少子化対策

事業を積極的に PR します。 

受講者延べ 50 名 

／年 

 

 

 

 

 

 

親の既存事業の認

知度 70％以上 

 

（３） 事業スケジュール 

施策 事業 担当課 
事業スケジュール 

R2 R3 R4 R5 R6 

学習サポート 

「本気出すぞ！放課後学習
サポート」「北大生による
夏期・冬期講習会」の開催 

生涯学習課 ● ● ● ● ● 

既存少子化対策事業のPR 保健福祉課 ● ● ● ● ● 

◇：調査・準備  ●：事業実施 
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２－４ 関係人口拡大プロジェクト（新しい人の流れ・定住促進） 

 

（１） 目標・取組方針 

目  標：関係人口を増やし、転出超過に歯止めをかけることを目指します。 

取組方針：イベントの企画や積極的な情報発信により、関係人口の拡大を図ります。 

 

【数値目標（令和２年度）】 

指標 数値目標 

観光入り込み客数の増（平成 30 年度対比） ＋10％ 

 

（２） 具体的な施策・事業・指標 

施策 事業 
重要業績評価指標 

（KPI 指標） 

●イベントの振興 

イベントを通じて、関係人口の増加を

図ります。 

◆SEA TO SUMMIT の開催 
アウトドアアクティビティイ

ベントを通じて、関係人口の増加

を図ります。 

イベント参加者数 

100 人／年 

●観光の振興（原生花園・濤沸湖） 

イベント振興、特産品開発を通じて、

観光客入込数の増加を図ります。 

◆濤沸湖周辺の環境体験学習の

場づくり 
ラムサール条約登録湿地であ

る濤沸湖及び周辺のワイズユー

ス「賢明な利用」を推進するため、

湿地やカヤックガイドの育成と

エコツアーの実施による関係人

口の増を図ります。 

関係人口（観光客入

込数） 

年間  75 万人 

●Society5.0 の活用 

IoT 技術の活用により過疎の課題を

克服する手段を講じます。 

◆Society5.0 の活用 
IoT 技術の活用により、行政事

務の効率化を図るほか、農業、観

光等の各事業分野において過疎

化の課題をイノベーションによ

り克服する手段を検討し、その実

現を目指します。 

研究対象事業 

1 件／5年 
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施策 事業 
重要業績評価指標 

（KPI 指標） 

●ＰＰＰによるまちづくりの推進 

民間企業との連携によるまちづくり

を進めます。 

◆ＰＰＰの推進 
ＰＰＰ（官民連携）による手法

をまちづくり全般に取り入れ、効

果的かつ効率的な行政運営を図

ります。 

対象企業数 

1 件／5年 

●地域コミュニティの再生 

健康をキーワードとした多世代・多様

化に対応したコミュニティの場の提

供とこれによる健康増進を図ります。 

◆地域コミュニティの再生 
民間企業と協働で進める多世

代フィットネスクラブ等の導入

により、あらゆる年齢の人々の健

康を維持することと同時に、コミ

ュニティ再生の場をつくります。 

施設利用者数 

1,000 人／年 

 

 

 

（３） 事業スケジュール 

施策 事業 担当課 
事業スケジュール 

R2 R3 R4 R5 R6 

イベントの振興 SEA TO SUMMITの開催 産業課 ● ● ● ● ● 

観光の振興 
濤沸湖周辺の環境体験学習
の場づくり 

産業課 ● ● ● ● ● 

Society5.0 の活
用 

Society5.0の活用 企画財政課 ◇ ◇ ● ● ● 

ＰＰＰの推進 ＰＰＰの推進 企画財政課 ◇ ◇ ● ● ● 
地域コミュニティ
の再生 

地域コミュニティの再生 企画財政課 ◇ ◇ ◇ ● ● 

◇：調査・準備  ●：事業実施 
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第３章 「結婚・出産・子育て」の重点プロジェクト 

 

３－１ 理念（基本的方向） 

 

小清水町の合計特殊出生率※（１人の女性が一生の間に産む子どもの数）は 1.5 程度であり、全

国平均や全道平均に比べて高い水準であるものの、人口置換基準 2.1 を大きく下回り、人口の自然

減が続いています。 

また、20～49 歳の女性の人口がここ 25 年でほぼ半減していることも大きな課題です。 

人口の自然増を目指し、結婚・出産・子育てを支援していきますが、結婚や出産が個人の意思に

基づくものであることも念頭に置かなければなりません。 

そこで、結婚して子どもを生み育てたいと思う方々の希望をかなえることを目標とし、結婚の機

会づくりや出産の医療体制づくりや費用の負担軽減、子育てを地域全体でサポートするなど、結婚

から出産、子育てにわたる切れ目のない取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 III-3 結婚・出産・子育て 
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３－２ まちコンプロジェクト（結婚・出産・子育て） 

 

（１） 目標・取組方針 

目  標：希望に応じた結婚機会づくりを目指します。 

取組方針：出会いの機会や支援制度の充実を図ります。 

 

【数値目標（令和２年度）】 

指標 数値目標 

婚姻届出数（H30 実績 22 件/年） 25 件/年 

 

（２） 具体的な施策・事業・指標 

施策 事業 
重要業績評価指標 

（KPI 指標） 

●出会いの機会の充実 

結婚に繋がる出会いの機会の提供を、

農業後継者に限らず展開します。 

◆町ぐるみの婚活事業 
結婚を希望する独身者の交流

支援（婚活セミナー・街コン・婚

活交流会等）を企業や実行組織が

主体となって実施します。 

婚活事業参加者 

30 人／年 

 

（３） 事業スケジュール 

施策 事業 担当課 
事業スケジュール 

R2 R3 R4 R5 R6 

出会いの機会の充
実 

町ぐるみの婚活事業 保健福祉課 ● ● ● ● ● 

◇：調査・準備  ●：事業実施 
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３－３ 出産プロジェクト（結婚・出産・子育て） 

 

（１） 目標・取組方針 

目  標：子どもを産み育てやすい環境づくりを目指します。 

取組方針：結婚・妊娠・出産・育児における切れ目ない支援体制と仕組みづくりを進めます。 

 

【数値目標（令和２年度）】 

指標 数値目標 

妊産婦（出産前後を含む）の満足度 70％以上 

 

（２） 具体的な施策・事業・指標 

施策 事業 
重要業績評価指標 

（KPI 指標） 

●妊産婦支援制度の充実 

出産前後の妊婦の家事負担を軽減し、

子どもを生み育てやすい環境づくり

を図ります。 

◆妊産婦訪問ヘルパー制度 
福祉事業所等が実施する事業

として、妊産婦の買い物、育児、

掃除などを支援するヘルパー制

度を実施します。 

ヘルパー利用件数 

３件／年 

◆出産祝金支給事業 
新たな命の誕生を町の広報誌

等で紹介するなど町をあげてお

祝いすることで、町の活気の醸成

や将来の町づくりに向けての機

運を高めるとともに、安心して産

み育てることができる子育て環

境の充実を図ります。 

出生数 

３５人／年 

 

（３） 事業スケジュール 

施策 事業 担当課 
事業スケジュール 

R2 R3 R4 R5 R6 

妊産婦支援制度の
充実 

妊産婦訪問ヘルパー制度 保健福祉課 ● ● ● ● ● 

出産祝金支給事業 保健福祉課 ● ● ● ● ● 

◇：調査・準備  ●：事業実施 
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３－４ 子育て応援プロジェクト（結婚・出産・子育て） 

 

（１） 目標・取組方針 

目  標：子育てしやすい環境づくりを目指します。 

取組方針：幼児から高校生まで、子育てを地域ぐるみで支援する体制・制度づくりを進めます。 

 

【数値目標（令和２年度）】 

指標 数値目標 

子育て中の父母による施策満足度 70％以上 

 

（２） 具体的な施策・事業・指標 

施策 事業 
重要業績評価指標 

（KPI 指標） 

●子育て支援の充実 

子育て支援センターの強化

等により、保育サービスを

充実し、かつサービスの選

択肢を増やします。 

◆子育て支援センターの充実強化 
既存施設を利用した一時預かりの実施の

ほか、ファミリーサポートセンターの設置

など育児のサポートを進めます。 

子育て支援センタ

ー利用件数 

30 件／年 

●教育・保育体制の強化 

幼児期の教育・保育の総合

的な提供を行うため、幼保

一元化施設の整備を行い、

利用者に望まれる教育・保

育サービスの提供に向けて

の施策展開を図ります。 

◆認定こども園の開園 
休日や夜間の預かりなど利用者に望まれ

る、また、利用しやすい多様な保育事業を

展開するための施設整備を行い、保護者の

就労形態にかかわらず利用できる認定こど

も園の開園を目指します。 
◆保育士の処遇改善 
保育士の正規雇用化による処遇改善を図

るとともに、新たな雇用の受け皿の増加を

図ります。 

認定こども園開園 

1 カ所／5年 

 

 

保育士の正規雇用 

６人／５年 

 

●小児科医師確保・運営支

援事業 

町内唯一の病院である小清

水赤十字病院に小児科の開

設を目指し、子育て環境の

充実を図ります。 

◆小児科医師確保・運営支援事業 
子育て世代が住み慣れた町に安心して暮

らすことができるよう町内唯一の医療機関

である小清水赤十字病院に小児科の開設を

目指すとともに、安定的な運営が図られる

体制づくりを行います。 

小児科開設 

１ヶ所／５年 
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施策 事業 
重要業績評価指標 

（KPI 指標） 

●小中学生家庭の支援強化 

給食費無償化や教育環境の

提供により、へき地保育所、

幼稚園児及び小中学生のい

る家庭の負担軽減を図りま

す。 

◆給食費の無償化事業（先行型） 
へき地保育所、幼稚園児及び小中学生家

庭の経済的負担を軽減するため、学校給食

費を補助します。 

同事業に対する親

の満足度 75％以上 

●高校生徒等の支援充実 

高校への通学費を助成する

とともに、奨学金制度の充

実等により、高校生・大学

生・専門学生等の負担軽減

と流出抑制を図ります。 

◆高校通学支援 
オホーツク東学区内の高等学校へ通学す

る際に要する経費の負担を軽減し、本町に

有為な人材育成を図るとともに、若年層の

流出抑制を図ります。 
◆奨学金制度の充実 
返納減免措置制度を設けることで奨学金

制度の内容充実を図ります。 
◆返納減免措置 
卒業後、町内事業所において就業する者

のうち指定する職（医療・介護・福祉業務）

に就く者に対し本町居住期間に応じて返納

減免制度を講じ、担い手の確保と若年者の

流出抑制を図ります。 

制度利用者数 

50 人／年 

 

 

制度利用者数 

5 人／年 

 

 

減免措置対象者 

1 人／年 

 

 

 

（３） 事業スケジュール 

施策 事業 担当課 
事業スケジュール 

R2 R3 R4 R5 R6 

子育て支援の充実 
子育て支援センターの充実
強化 保育所 ● ● ● ● ● 

教育・保育体制の
強化 

認定こども園の開園 保健福祉課 ◇ ◇ ◇ ◇ ● 

保育士の処遇改善 保育所 ◇ ◇ ● ● ● 
小児科医師確保・
運営支援事業 

小児科医師確保・運営支援
事業 保健福祉課 ● ● ● ● ● 

小中学生家庭の支
援強化 

給食費の無償化事業 生涯学習課 ● ● ● ● ● 

高校生徒等の支援
充実 

高校通学支援 生涯学習課 ● ● ● ● ● 

奨学金制度の充実 生涯学習課 ● ● ● ● ● 

返納減免措置 生涯学習課 ● ● ● ● ● 

◇：調査・準備  ●：事業実施 
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第４章 「雇用の創出」の重点プロジェクト 

 

４－１ 理念（基本的方向） 

 

小清水町の就業者数は男女ともに農業が圧倒的に多く、極めて農業に特化したまちです。 

全道トップクラスの高収量・高品質を誇る小麦のほか馬鈴薯、甜菜などの農産物や、牛乳・黒毛

和牛・豚の畜産品などを生産しています。 

人々が地域に定着するためには、安定した所得が得られる就業・雇用の場を確保することが必要

です。 

そこで、小清水町の優れた農業を軸に、景観・自然資源を活かした観光・食などの関連産業の担

い手育成と振興を図り、域内循環の向上や産業競争力の強化を目指します。 

こうした取組で雇用の場を確保することで、若年者や女性などが職を求めて町外へ流出すること

なく、地域の人口と活力を将来にわたって維持していける就業環境を実現していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 III-4 雇用の創出 
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４－２ 農業担い手育成プロジェクト（雇用の創出） 

 

（１） 目標・取組方針 

目  標：基幹産業である農業の持続的な発展により、地域経済への貢献を目指します。 

取組方針：高い農業技術と生産力を活かし、農業の担い手育成と就農者受入組織の設立を図り

ます。 

【数値目標（令和２年度）】 

指標 数値目標 

担い手の育成（新規就農者を含む） 15 人／5年 

 

（２） 具体的な施策・事業・指標 

施策 事業 
重要業績評価指標 

（KPI 指標） 

●農業担い手確保・養成事

業の充実 

担い手養成機関を設置し、

オホーツク圏における農業

の担い手育成を率先して進

めるとともに、農業を核と

した就労機会の創出を図り

ます。 

◆農業者担い手養成講座 
国内外から就農希望者を受け入れ、農業

経営スキルや AI※による情報分析・ICT※

を活用した効率的な農業技術の向上を図

るため、JA・普及センター・東京農大の

連携による時代に即した講座等を設け、受

講後オホーツク農業の即戦力となる人材

を育成し、持続可能な生産体制の確立及び

学生を始め、社会人などの農業農村の理解

者増を図ります。 
◆新規就農支援 
農地（5ha～10ha）を斡旋し、新規就農

を支援します。また、農業支援法人への就

農など多様な就農体制の確立を図ります。 
◆農業就労機会の創出 
農繁期における短時間農作業と短時間

を希望する就労者のマッチングを行うた

め、双方が求める就労機会を創出します。 

農業法人への 

就農・就職人数 

6 人／5年 
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●農作業支援組織の設立 

家族経営に限界が生じてい

る農業の課題に対し、既存

の経営体制に縛られない運

営・事業体制を構築します。 

◆農業支援法人の設立 
労働力不足に限界をきたしている農家

をサポートするとともに、新規就農者や障

がい者の受け入れ組織となる農業支援法

人を、農協を中心として町などの関係機関

で設立します。 
◆農業支援法人の安定運営 
農業支援法人の設立目的を達成するた

め、農業を核とした雇用の創出（農繁期に

おける農作業支援、労働力が必要となる高

収益作物（人参、アスパラ、ブロッコリー

等）の作業支援など）を行うほか、旧高校

跡地における地場産農産物を活かした新

たな加工品の開発及び地域資源である温

泉熱を活用したハウス栽培など通年雇用

の実現を図ります。 
・農業担い手拠点施設整備 
・地場産品加工場整備 

◆関係人口創出 
労働力不足に対する担い手の確保に向

け、産地間連携による長期継続労働力支援

体制を確立します。産地間相互の農畜産物

を組み合わせた商品開発を行い、地域の魅

力向上と雇用の場を創出します。通年雇用

に向けて整備する拠点施設、温泉熱利活用

ハウスをはじめ、観光協会とも連携の上、

農業体験ツアーによるこしみずファンづ

くりを行います。 

 

農業支援法人の設

立 

1 件／5年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係人口の拡大 

100 人／5年 

 

●農福連携事業の充実 

障がいを持つ方の自立支援

及び定住を図るための事業

実施体制を図ります。 

◆農作業を通じた障がい者の自立支援 
障がいを持つ方を対象とし、農作業を通

じた自立支援を行います。 
グループホーム等の設置による安定し

た生活基盤を確立し、新たな雇用の場及び

労働力の確保を就労支援事業所との連携

のもと確立します。 

障がい者等雇用数 

10 人／5年 
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（３） 事業スケジュール 

施策 事業 担当課 
事業スケジュール 

R2 R3 R4 R5 R6 

農業担い手確保・
養成事業の充実 

農業者担い手養成講座 産業課 ● ● ● ● ● 

新規就農支援 産業課 ● ● ● ● ● 

農業就労機会の創出 産業課 ● ● ● ● ● 

農作業支援組織の
設立 

農業支援法人の設立 産業課 ● ● ● ● ● 

農業支援法人の安定運営 産業課 ● ● ● ● ● 

関係人口創出 産業課 ● ● ● ● ● 

農福連携事業の充
実 

農作業を通じた障がい者等
の自立支援 

産業課 
保健福祉課 ● ● ● ● ● 

◇：調査・準備  ●：事業実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

79 
 

第 2 次 小清水町まち・ひと・しごと創生総合戦略  

 

４－３ 高収益作物プロジェクト（雇用の創出） 

 

（１） 目標・取組方針 

目  標：農業の収益性を高め、農業従事者の所得の向上と主に女性の雇用の創出、地域経済

への波及を目指します。 

取組方針：面積あたりの労力はかかるものの高い収益が見込める青果物の生産促進を図ります。 

 

【数値目標（令和２年度）】 

指標 数値目標 

高収益作物の圃場率（平成 30 年度比） ＋3％／5年 

 

 

（２） 具体的な施策・事業・指標 

施策 事業 
重要業績評価指標 

（KPI 指標） 

●集約的野菜団地の形成と高

収益作物の生産促進 

高い収益が見込める青果物な

どの生産促進を図ります。 

◆青果物の圃場拡大 
アスパラ、人参など高収益作物となる

青果物の圃場を ICT※技術の導入により

省力化を図り、さらに農作業支援体制を

確立し面積の拡大をします。 
また、青果物の圃場面積拡大を図るた

め、農作業サポート支援体制を確立し、

合わせて女性の雇用を拡大します。 
 
◆青果選果施設等の維持・整備 
青果物の圃場拡大に伴い、青果選果施

設等の関連施設の維持・整備を進めます。

また、これら関連施設での女性の雇用を

拡大します。 

青果物の圃場面積

の占める割合 

9％（令和 2年末） 

 

 

 

（３） 事業スケジュール 

施策 事業 担当課 
事業スケジュール 

R2 R3 R4 R5 R6 

集約的野菜団地の
形成と高収益作物
の生産促進 

青果物の圃場拡大 産業課 ● ● ● ● ● 
青果選果施設等の維持・整
備 産業課 ● ● ● ● ● 

◇：調査・準備  ●：事業実施 
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４－４ 新規事業者推進プロジェクト（雇用の創出） 

 

（１） 目標・取組方針 

目  標：活気ある産業を育成し、若者が町内で働きたいと思える雇用環境の実現を目指しま

す。 

取組方針：新たな取り組みや起業を支援し、企業立地を促進することで、雇用の創出を目指し

ます。 

 

【数値目標（令和２年度）】 

指標 数値目標 

町内従業者数 ＋5人／年 

 

（２） 具体的な施策・事業・指標 

施策 事業 
重要業績評価指標 

（KPI 指標） 

●起業化創生支援 

空き店舗等を活用し、起業の新た

な取り組みや起業を支援します。 

◆空き店舗等を活用した起業化創生

支援 
空き店舗等を活用し、地域産品

の開発や販売などの新たな取り組

みや、起業を支援します。 

年間起業数 

3 件／5年 

●企業立地・雇用創設促進 

町内に工場等を立地した企業によ

る雇用創出の取り組みを支援しま

す。 

◆企業立地・雇用対策事業 
雇用される方が安心して暮らす

ことができる常勤雇用など正規雇

用化を積極的に推進します。 

企業立地１社あた

りの新たな雇用者

数 

3 人／年 

●女性の雇用促進 

各事業所の新規採用職員の女性比

率を高めます。 

◆正規従業員の女性採用拡大 
町内各事業所における新規採用

従業員等の雇用について女性比率

を高める事業所を支援します。 
※町役場の率先的取組～町職員の採

用について、女性の採用比率を高

めます。 

新規採用職員に占

め る 女 性 の 率 を

75％以上 

 

（３） 事業スケジュール 

施策 事業 担当課 
事業スケジュール 

R2 R3 R4 R5 R6 

起業化創生支援 
空き店舗等を活用した起業
化創生支援 

産業課 ● ● ● ● ● 

企業立地・雇用創
設促進 

企業立地・雇用対策事業 企画財政課 ● ● ● ● ● 

女性の雇用促進 正規従業員の女性採用拡大 総務課・産業課 ● ● ● ● ● 

◇：調査・準備  ●：事業実施 

  



 

81 
 

第 2 次 小清水町まち・ひと・しごと創生総合戦略  

 

４－５ 農＋観＋福で紡ぐ“稼ぐ力”向上プロジェクト（雇用の創出） 

 

（１） 目標・取組方針 

目  標：農業、観光、福祉分野が連携した新たな“まち”の創造を目指します。 

取組方針：異なる業界が連携し、安定的な雇用と働く人の幸福度の増大を目指します。 

 

【数値目標（令和２年度）】 

指標 数値目標 

農業振興ゾーンの一体的整備 ＋1件／5年 

 

（２） 具体的な施策・事業・指標 

施策 事業 
重要業績評価指標 

（KPI 指標） 

●通年雇用の場づくり 

春夏秋冬、切れ目のない雇用の場

を提供します。 

◆温泉熱を活用した園芸ハウス整備 
温泉熱を活用したハウス園芸の

実現のため、官民連携の組織の設

置を目指します。 

連携組織の設置 

1 件／5年 

●障がい者雇用の場づくり 

障がいを持っている方が安心して

働くことができる雇用の場を提供

します。 

◆農福連携による雇用者の増 
障がいを持っている方が安心し

て働くことができる通年雇用の場

づくりを積極的に推進します。 

障がい者の雇用者

数 

3 人／5年 

●農業体験ツアーの本格実施 

観光と農業を結び付けた体験ツア

ーの企画と実施を図ります。 

◆農業体験ツアーの充実 
就農希望者のみならず農業に関

心のある観光客をターゲットとし

た農業体験ツアーのメニュー開発

などを目指します。 

農業体験メニュー

数 

3 件／5年 

●農業振興拠点施設の整備 

基幹産業である農業に関わる各施

策の拠点となる整備を図ります。 

◆農業振興拠点施設の整備 
  通年雇用、障がい者雇用、農業

体験メニュー、地産地消※への課題

対応型施設の整備を図ります。 

拠点施設の整備 

1 件／5年 

 

（３） 事業スケジュール 

施策 事業 担当課 
事業スケジュール 

R2 R3 R4 R5 R6 

通年雇用の場 
温泉熱を活用した園芸ハウ
ス整備 

産業課 ◇ ● ● ● ● 

障がい者雇用の場 農福連携による雇用者の増 
産業課・保健福
祉課 

● ● ● ● ● 

農業体験ツアーの
本格実施 

農業体験ツアーの充実 産業課 ◇ ● ● ● ● 

拠点施設整備 農業振興拠点施設の整備 産業課 ● ● ● ● ● 

◇：調査・準備  ●：事業実施 
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第５章 「地域間連携」の重点プロジェクト 

 

５－１ 理念（基本的方向） 

 

オホーツク管内は３市１４町１村の１８団体により構成されており、各団体とも農業・漁業等の

第１次産業を中心として発展してきたほか、各団体が有する自然や観光資源・優れた生活環境を活

かしたまちづくりが進められておりますが、広域分散型の地域特性と小規模市町村が多い管内状況

からして、人口減少が進む中においても地域の活力を維持し、地域の特性や優位性を活かし、総意

と主体性に基づいた地域づくりの取り組みの展開を図るため、管内市町村による多様な地域間連携

を進めることが必要です。 

終的には管内全市町村による連携を目標としますが、近隣の複数市町村により、連携可能な分

野から始めることとし、本町においては、「網走市」「大空町」「斜里町」「清里町」「小清水町」の

１市４町による地域資源を活かした産業振興や地域活性化・観光などを軸とした地域間連携を展開

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 III-5 地域間連携 
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５－２ 地域間連携プロジェクト 

 

（１） 目標・取組方針 

目  標：地域間連携による産業振興施策及び観光振興の充実を目指します。 

取組方針：各地域で共通する農業生産物や観光資源を活用し、オホーツクブランド※の形成や

関係人口の拡大を図るとともに、地域に密着している大学と連携して、地域の魅力

発信に取り組みます。 

 

【数値目標（令和２年度）】 

指標 数値目標 

関係人口数拡大（H30 年実績 700 千人） 750 千人（観光入込み客数） 

 

（２） 具体的な施策・事業・指標 

施策 事業 
重要業績評価指標 

（KPI 指標） 

●オホーツクブランド※の

形成 

各自治体及びＪＡ等関係機

関連携による調査・研究を

進めます。 

◆地元農産品を使った商品の製造 
農産品のブランド※化を図る。 
 

オホーツクブラン

ド※産品を1品目以

上実現 

●斜網地区等連携による関

係人口の拡大 

地元大学や地方空港という

地域にとって重要な施設を

核に、斜網・釧路地区が連

携して関係人口の拡大を図

ります。 

◆東京農大学生インターンシップへの取り

組み 
東京農大世田谷キャンパス・厚木キャン

バス・オホーツクキャンパスからのイン

ターンシップを斜網エリアとして受入を

図る。 
◆体験型観光のエリアメニューによるＰＲ 
体験型観光の他、「食」などのコンテンツ

を加えたエリアメニューの充実。 
統一したエリア観光パンフレットの作

成。 
◆地方空港のネットワーク※維持等 
女満別空港の維持・堅持と合わせ、道内

地方空港連携による関係人口の拡大を図

る。 

観光入込み客数 

750 千人 

●地域エネルギーの開発 

近隣自治体と連携し、地域

エネルギーの開発・活用を

図ります。 

◆小水力発電施設の整備 
緑ダムを活用した小水力発電施設の整備

など地域間連携による再生可能エネルギ

ーの有効活用を図る。 

畑かん施設使用電

力の自給率 100％ 

●地元大学との連携 

地元大学との連携を深めま

す。 

◆関係自治体連携による大学との協定締結 

大学との包括連携協定による地域振興等

での産学官連携を推進する。 

地元大学との包括

連携協定の締結 
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用語集 

＜ア行＞ 

〔ＡＩ〕 

Artificial Intelligence（人工知能）の略。日常の身近な商品やサービスにＡＩが組み込まれつつあり、

今後様々な分野への適用拡大が予想されている。 

〔ＩＣＴ〕 

Information and Communication Technology の略で、インターネットやコンピューター、スマートフ

ォンなどに代表される情報伝達技術の総称。 

〔Ｉターン〕 

都会生まれの人が、地方に就職したり移住すること。 

〔アクセス〕 

交通の利便性。 

〔アメニティ〕 

居住環境の快適性を意味する言葉で、数量的には把握しにくい歴史的環境や自然環境にも配慮した総合

的な住みごごちの良さ。 

〔ＮＰＯ〕 

Nonprofit Organization の略で、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団

体や組織。 

〔遠隔医療〕 

コンピューター、カメラ、テレビ会議、インターネット通信、衛星通信、無線通信などの電子情報技術

を用いる遠隔地からの医療の提供。 

〔ＯＡ機器〕 

Office automation の略で、事務事業を効率化するための電子機器等。 

 

＜カ行＞ 

〔共同参画〕 

男女が互いの人権を尊重し社会に参加し、社会経済情勢の変化に対応し豊かで活力ある社会を築いてい

くこと。 

〔経常収支比率〕 

税などの一般財源を人件費、扶助費、公債費などの経常的支出にどれくらい充当しているかをみる指標

で、75 ～ 80％を超えると財政運営が硬直化しているといわれる。 

〔協働〕 

住民・ＮＰＯ・企業・行政などの複数の主体が、対等な立場で、それぞれの特性を認め合い、活かし合

いながら、共通の目的に向かって行動すること。 

〔高規格道路〕 

高規格幹線道路と地域高規格道路の総称である。高規格幹線道路とは全国的な自動車高速交通網を形成

する自動車専用道路のこと。地域高規格道路とは国が必要性・優先性等を判断して整備が指定される道

路のこと。 
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〔高速光ブロードサービス〕 

高速な通信回線の普及によって実現される次世代のコンピュータネットワークと、その上で提供される

大容量のデータを活用した新たなサービス。 

〔コミュニティ〕 

人々が共同意識を持って、共同生活をおこなう一定の集団、地域。 

〔合計特殊出生率〕 

人口統計上の指標で、一人の女性が一生に産む子供の平均数。 

〔公債費比率〕 

地方債で借りたお金を返すための経費が一般財源に占める割合を示す指標で、一般的には 10％を越さな

いことが望ましい。 

 

＜サ行＞ 

〔財政力指数〕 

自治体の財政力の強弱を示すもので、標準的な行政活動に必要な財源をどれくらい自力で調達できるか

を示す指標。単年度の財政力指数が「１」を超えると地方交付税が支給されない「不交付団体」となる。 

〔サークル〕 

社会的な問題や文化・芸術・スポーツなどに関心をもつ人々の私的な集まり。同好会。 

〔指定管理者制度〕 

これまで地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、株式会社をはじめとし

た営利企業・財団法人・NPO 法人・市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることが

できる制度。 

〔自律〕 

自分自身の行動をコントロールし、自らを律しながら自己実現を図っていくこと。自立よりは、より自

らを律する責務を負うことを重用視したもの。 

〔循環型社会〕 

資源を有効に使ったり、使えるものは処分せずにリサイクルしたりしながら、できるだけ環境の不可を

かけない仕組みを作り上げる社会のこと。 

〔循環型農業〕 

農業のもつ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、

農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業。 

〔情報モラル〕 

日常の道徳とかけ離れた特別のものではなく、情報をやりとりする場合でも「人と人との間のコミュニ

ケーション」であり、ネット上でのやりとりをする時にでも、画面の向こうには人がいることを意識し

た行動をとれるようにする考え。 

〔食育〕 

栄養の偏り、不規則な食事、「食」に関する正しい知識を持たない人の増加などが問題となっており、

健全な食生活を取り戻していくことを目標にしたもの。 
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〔ソフト〕 

構造物や機材をハードと称することに対し、仕組みやプログラム等をつくりあげることによりものごと

を進めていく考えのこと。 

〔人材バンク〕 

経験や知識を有した人材を登録しておき、必要に応じその人を紹介したり派遣できるような仕組み。 

 

＜タ行＞ 

〔地産地消〕 

「地元生産・地元消費」を略した言葉で、地元で生産されたものを地元で消費するという意味。 

〔定住自立圏〕 

市町村の主体的取組として、「中心市」の都市機能と「周辺市町村」の農林水産業、自然環境、歴史、

文化など、それぞれの魅力を活用して、NPO や企業といった民間の担い手を含め、相互に役割分担し、

連携・協力することにより、地域住民のいのちと暮らしを守るため圏域全体で必要な生活機能を確保し、

地方圏への人口定住を促進する政策。 

〔データバンク〕 

多くのデータをコンピューターなどで整理・保管しておき、必要な情報を必要に応じて提供する機関あ

るいは集めたデータそのもののこと。 

〔データベース〕 

特定のテーマに沿ったデータを集めて管理し、容易に検索・抽出などの再利用をできるようにしたもの。 

〔トレーサビリティ〕 

食の安全性が求められる中で使われるようになった言葉で“追跡可能性”などと訳され、生産・流通な

どの履歴を遡ることができること。 

 

＜ナ行＞ 

〔ニーズ〕 

必要。要求。 

〔ネットワーク〕 

それぞれの人材や場所や物事を結びつける仕組み。 

〔ノーマライゼーション〕 

障がいがあっても他の市民と同様に社会の一員として種々の分野の活動に参加することができ、すべて

の人が標準的な生活が送られる社会にしていこうとする考え方。 

 

＜ハ行＞ 

〔バイオマス〕 

植物や動物（特に、微生物）などの生物体を原料にするエネルギー資源のこと。 
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〔ＰＩＯ－ＮＥＴ〕 

Practical Living Information Online Network System（全国消費生活情報ネットワークシステム）の

略で、国民生活センターと全国の消費生活センターをオンラインネットワークで結び、消費生活に関す

る情報を蓄積・活用するシステムのこと。 

〔パートナーシップ〕 

友好的な協力関係。 

〔ビジョン〕 

将来の見通し。構想。未来像。 

〔ブランド〕 

その商品の特徴を端的に表した銘柄。商標。 

〔ブロードバンド〕 

インターネットに高速・大容量でアクセスできる環境をつくりあげること。 

〔プロジェクト〕 

研究や開発の計画。企画。 

〔分権型社会〕 

政治・行政において統治権を中央政府から地方政府に部分的、あるいは全面的に移管すること。 

〔ホームページ〕 

インターネット上で情報提供をおこなう形式の一つで、一般にはそのトップページのことをいう。 

 

＜マ行＞ 

〔メタボリックシンドローム〕 

過食や運動不足などによる肥満が主原因となって高血圧、糖尿病、高脂血症、循環器障がいなどが複合

的に発症する疾患。 

 

＜ヤ行＞ 

〔ゆう水〕 

澱粉工場廃液や家畜の糞尿に土壌菌群（微生物）を培養して、町独自の「ゆう水」を造り上げた。これ

により、土を若返らせるとともに安全で栄養価の高い農産物を育てることが可能となった。 

〔Ｕターン〕 

生まれ、育った地元を離れ都会で一定の生活経験を践んだ後、再び故郷へ戻ってくること。 

〔ユニバーサルデザイン〕 

あらゆる「障壁」をなくすという考えから、 初から障壁のない商品や環境を作ることを、当たり前に

しようとする考え方。 
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＜ラ行＞ 

〔ライフステージ〕 

幼年期、少年期、青年期、成人期、高齢期といった、人生のそれぞれの年代のこと。 

〔リサイクル〕 

資源の節約や環境汚染の防止のために、不用品や廃物を再生して利用すること。 

〔ラムサール条約〕 

1971 年イランのラムサール（Ramsar）で採択されたもので、水鳥の生息地として重要な湿地及び湿地

に生息する動植物の保護を目的とした条約。 

〔リハビリテーション〕 

障がい者や事故・疾病で後遺症が残った者などを対象とし、身体的・心理的・職業的・社会的に 大限

にその能力を回復させるために行う訓練・療法や援助。 

〔レセプト〕 

「処方箋」のことで、健康保険組合などに対し医療機関が請求する診療報酬の明細書。レセプト点検調

査とは、各医療機関から提出されるレセプトが適正化どうかを判定する調査。 

 


